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本日の委員会に付した案件

  議案第 １４号  平成２７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

  議案第 １５号  平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

  議案第 ２０号  平成２８年度長与町国民健康保険特別会計予算

  議案第 ２１号  平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計予算

  議案第 ２２号  平成２８年度長与町介護保険特別会計予算

開 会   ９時２８分

閉 会  １５時３０分



○委員長（河野龍二委員）

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の産業厚生常任委員

会を開会します。 

平成２８年第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案

第１４号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算第３号の件を議題としま

す。本案について提案理由の説明を求めます。森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

皆さんおはようございます。本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算第３号につきまして、

ご説明を申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１,６２４万３,０００円を追加いたしまして、補正

後の予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億２,５３０万６,０００円とするものでござい

ます。 

それでは詳細につきまして、補正予算に関する説明書によりご説明いたします。 

まず歳入ですが、６ページ、７ページをお開きください。 

３款国庫支出金、１項国庫負担金、２目高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共

同事業拠出金の確定により、その４分の１の額となる国庫負担金の額も確定いたしまし

たので、４０万１,０００円の増額補正をいたしております。なお、６款県支出金、１

項県負担金、１目でも同額を計上いたしております。 

続きまして、４款１項１目療養給付費交付金につきましては、退職被保険者に係る医

療費及び後期高齢者支援金に係る費用が社会保険診療報酬支払い基金から交付されるも

のになってるんですけれども、平成２７年度から退職被保険者に対しての新規加入者の

適用ができなくなったことなどにより、被保険者数が減少したことによりまして、交付

される金額も減ってきております。 

平成２７年度の交付額がほぼ決定しておりますので、８,６５５万８,０００円の減額

補正をいたしております。 

７款共同事業交付金につきましては、平成２６年１２月から平成２７年１１月の診療

分に係る一般被保険者の医療費について各保険者が負担した拠出金から交付されるもの

で、１目の高額医療費共同事業交付金は、レセプト１件につき８０万円以上の医療費、

２目保険財政共同安定化事業交付金は、８０万円未満の医療費に対して交付されるもの

です。 

それぞれ２７年度の額が確定いたしましたので、増額計上をいたしております。 

９款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整繰入金につきましては、保険給付費の支

出見込みから財源不足が生じますので、基金の方から２,０００万円を繰り入れること

といたしております。 



次に、歳出について説明いたします。１０、１１ページをお願いします。 

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費につきましては、支出

の見込みにより不足する額５,６３８万７,０００円を計上いたしております。 

２目退職被保険者等療養給付費については、支出見込みにより３,０００万円を減額

計上いたしております。 

５目審査支払い手数料につきましては、国保連合会に支払った手数料等に剰余金が生

じた場合、翌年度の手数料から控除するということになっておりますので、平成２６年

度の剰余金４０９万２,０００円について減額補正をいたしております。 

２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費は、不要額が見込まれることから５

００万円を減額計上いたしております。 

３款後期高齢者支援金につきましては、財源組み替えによるものです。 

７款共同事業拠出金につきましては、平成２７年度の額が確定いたしましたので、１

目高額医療費共同事業拠出金については、１６０万２,０００円の増額を、２目保険財

政共同安定化事業拠出金については、２６４万４,０００円の減額計上いたしておりま

す。以上が補正の内容となります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

それではこれから質疑を行います。補正予算に関する説明書の中の予算書でもよろし

いですけども、議案書でもよろしいですけど、６、７ページの歳入のところから質疑を

行いたいと思います。質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

７款の１目の１節の高額医療って、７０万以上とか聞いたわけですけど、１件あたり。

これの、何件ぐらい件数が、７０万円以上であったのが、出ますか、ちょっとお願いし

ます。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

高額医療につきましては１件８０万円以上となります。この件数が今回の分につきま

しては、５２３件ということで数値が上がってきております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

病気的にいうと結構件数が多いわけですけれども、大手術とか長期も関係あるんです

か、１件８０万円以上というそのとらえ方ですね、１病気で長期になってもそういうこ

とでみるのか、基準的なことを再度よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）



森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

レセプト１件ということになりますので、ひと月にかかった、長期で入院をされると

毎月という形になりますので、連続した形ではならないんですけれども、例えば大きな

手術とかされるとその１件だけで何百万という金額になってくるものもあります。どん

な疾病かということですかね。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

８０万以上というのが、とらえ方が高額的なそれこそ高額的なものが、僕なら僕が入

院したとして、３カ月か４カ月入院したとします。 どれぐらいの高額医療の人が金額

的に５００万ぐらいとか３００万ぐらいとか、いろいろ治療費が出てくると思いますけ

ども、ちょっとその種類的なこと金額的なことがわかればお願いいたします。 

○委員（吉岡清彦委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

２００万円以上の高額レセプトというのを抽出したりとかはするんですけれども、そ

の分で１番多いのが虚血性心疾患、心臓の病気ですね、それからもちろんがんの手術等、

がんだったら抗がん剤とかそういうのも薬剤でも高くなっておりますので、それで対象

になる場合もあります。あとは骨とかの手術とかも意外と金額はあがってきているとい

うことになっています。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

最高に今回の場合の金額が３００万とか５００万とか８００万とか、名前とかはいら

ないけれど金額がわかればよろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

会議を再開します。 

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

資料の方ちょっと持ってきていないんですけれども、８００万ぐらいの金額が１番高

かったかと思っております。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。 



饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

療養給付費交付金のところの減額のところで、後期高齢者の方が今年度から変わった

のでというご説明があったかと思うんですけれども、そこをもうちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

退職被保険者の適用が２７年度からできなくなったということになってます。これま

では社会保険とかに入って２０年以上経過している方とかを退職被保険者ということで

認定することによって、その方にかかった医療費については社会保険の方から交付がな

されるというシステムだったんですけれども、それが平成２６年度までということで、

あとは適用ができなくなっているという形になりますので、退職被保険者の人数がどん

どん、どんどん減ってきますので、それに対して後期高齢者医療支援金もその退職被保

険者に応じた分を社会保険の方から補てんがされたんですけれども、その分も減ってき

たということになっております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

では退職者保険というのは、今後、減っていってなくなるということで理解したらい

いんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

そのとおりです。今、適用されている方については、６５歳に到達するまでは該当す

るということで、その方がもう６５歳に到達すると対象から外れてしまうということに

なります。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

今、いらっしゃる退職者保険の方の人数を教えて下さい。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

１月末の数字なんですけれども、３５７名ということになっております。 

○委員長（河野龍二委員）



他に質疑はありませんか。戻っても構いませんが、歳出についても質疑を行いたいと

思います。質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

さきほどの歳入の方で高額の分が出てきてたんですが、こういう部類が今度は歳出の

方では、上の方の１項のところ１目、２目そういうものにまたがってるということでい

いんですか。ちょっとそこのところ両方に入ってますということでいいんですか、ちょ

っとそこのところお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

まず療養給付費、１目のところなんですけれども、これが保険者が負担する部分にな

ります。例えば１００万円の医療費がかかったとしますと自己負担は３割、なりますと

３０万は、被保険者が負担をしていただきます。 

残り７０万については、保険者が支払うということになりますので、そこの部分のま

ず７０万円については、１目の保健療養給付費の方で出します。ただ、個人が３０万を

出すということになりますとそれは高額医療費の対象になりますので、一般の方でした

ら、大体８万円前後が自己負担の限度額になります。残りの２２万、３０万から８万を

引いた２２万については、今度は高額医療費という形で保険者が負担をしますので、そ

れが２項の高額療養費の方から負担をするというような医療のシステムになっておりま

す。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。ありませんか。質疑を終わっていいですかね。では質疑な

しと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。次に賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１４号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算第３号の

件を採決します。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。暫時

休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員）

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 



本会議におきまして付託を受けました議案第２０号、平成２８年度長与町国民健康保

険特別会計予算の件を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

それでは、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計予算につきまして、説明を申し

上げます。平成２８年度は、５,３６５世帯、被保険者数９,３５５人を見込んだ予算編

成を行っております。 

予算書の１ページをお開きください。予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億９,５０

３万７,０００円としております。この予算額は前年度より２,４２２万１,０００円、

０.５％の増となっております。 

それでは、予算に関する説明書により説明をいたします。まず歳入ですが、説明書の

６、７ページをお開きください。 

１款１項国民健康保険税８億５,４９７万１,０００円は、前年度比４,９１６万３,０

００円、６.１％の増額で計上いたしております。 

これは平成２７年１２月議会において可決していただきました新しい税率で、平成２

８年１月１日現在の課税の状況もとに算出し、現年度の予定収納率を一般被保険者９

４％、退職被保険者９７％と見込んだ額での計上となっております。 

続きまして、８、９ページにもまたがりますが、３款国庫支出金、１項国庫負担金、

７億４,８４４万２,０００円は、前年度比１,３４２万７,０００円、５.６％の増とな

っております。 

その内容につきましては、１目療養給付費等負担金につきまして、一般医療費の増を

見込んで増額計上いたしております。 

８、９ページになりますが、２目高額医療費共同事業負担金は、拠出金に対する４分

の１の補助、また、３目特定健康診査等負担金は、３分の１の補助率になっております。

なお、この２目と３目については、６款の県負担金にも同額計上いたしております。 

２項国庫補助金、１目財政調整交付金３億７,９０４万９,０００円は、前年度比８５

８万７,０００円、２.３％の増となっております。 

これも一般医療費の増などを見込んでおります。 

続きまして、４款１項１目療養給付費交付金は、退職被保険者の医療費及び後期高齢

者支援金などに対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金になりますが、先ほどの

補正でも申し上げましたように、退職被保険者の新規適用ができなくなったことによる

退職被保険者の大幅減、それから対象者も６５歳未満と比較的若い方が対象ですので、

１人当たりの医療費も低くなると見込みまして、前年度比２億９９２万８,０００円、

８１.２％減の４,８６４万３,０００円を計上いたしております。 

５款１項１目前期高齢者交付金は６５歳から７４歳の前期高齢者の構成割合に応じて、



その割合が高い保険者に交付されるものですが、２６年度の精算額を含め、前年度比２,

３１５万７,０００円、１.８％増の１２億９,４１１万２,０００円を計上いたしており

ます。 

６款県支出金、１項県負担金、２,６９７万７,０００円は、１目高額医療費共同事業

負担金と２目特定健康診査等負担金になります。これは前年度比５１万６,０００円、

１.９％の減となっております。 

１０、１１ページをお開きください。 

２項県補助金、２億７,３９０万６,０００円は、前年度比１９万４,０００円、０.

１％の増で計上いたしております。 

７款共同事業交付金、１１億２,４５３万２,０００円は、１目高額医療費共同事業交

付金１億２,５０４万５,０００円と２目保険財政共同安定化事業交付金、９億９,９４

８万７,０００円を計上いたしております。 

これは前年度比１億５６４万８,０００円、１０.４％の増になっております。これは

国保連合会が出しております２８年度の全体交付見込み額の率により算出をいたしてお

ります。 

９款繰入金、１項他会計繰入金は、一般会計繰入金で２億２,２６８万４,０００円、

前年度比４,４４８万９,０００円、２５％の増となります。 

これは平成２７年度から国民健康保険に対して、低所得者対策強化のため公費負担の

拡充が図られ、保険基盤安定負担金の支援分が増額になったことが主な要因となってお

ります。 

１０款繰越金、１項２目その他繰越金は前年度決算による繰越金になりますが、２７

年度の予備費の状況により１,０００万減額の２,０００万円を見込んでおります。 

１２、１３ページをお願いします。 

１１款諸収入については、前年度と同額を計上いたしております。 

次に歳出を説明いたします。 

１６、１７ページをお願いします。 

１款１項１目総務管理費、１,１５２万２,０００円は、前年度比２１８万２,０００

円の減額となっております。 

これは１３節委託料のうちレセプト点検について、委託先を国保連合会へ変更するこ

とで約２５０万円の減額となります。 

国保連合会はレセプトの２次点検を平成２１年度から行っており、その精度も年々上

がってきていることから、費用対効果等も考慮し委託先を変更することといたしました。 

２項徴税費、１,５６６万９,０００円、前年度比４７万９,０００円の増となってお

ります。 

増の要因といたしまして、収納推進専門員の報酬が改定されることによるものが主な

要因となっております。 



１８、１９ページをお願いします。 

３項運営協議会費、４項趣旨普及費につきましては、前年度と同額を計上いたしてお

ります。 

合計額がすいません、２０、２１ページにありますので、２０、２１ページをお願い

します。 

２款１項療養諸費、２７億４,５０９万円は、前年度比２,０７６万２,０００円、０.

８％の減で、これは平成２５年、平成２６年度及び平成２７年１１月までの実績により

見込みを算出いたしております。 

２項高額療養費、３億１,８５１万円は、前年度比６００万円、１.９％の増となって

おります。これも療養給付費と同様の算出で見込んでおります。 

３項移送費、４項出産育児諸費、それから次のページになります、５項葬祭諸費につ

きましては、前年度と同額を計上いたしております。３款後期高齢者支援金、４億８,

９６８万７,０００円は、前年度比１,０６２万９,０００円の減となっております。こ

れは１人当たりの支援金につきましては、２,８９８円増えて、５万７,４０３円となっ

ておりますが、平成２６年度の精算額がマイナス４,６２９万９,０００円となったこと

が主な要因となっております。 

４款前期高齢者納付金２６万１,０００円は、前年度比７,０００円の減で、これも２

８年度の概算額及び２６年度の精算額により計上をいたしております。 

５款老人保健拠出金、１万６,０００円は、事務費を計上いたしております。 

６款介護納付金、１億９,３８６万５,０００円は、前年度比２８２万２,０００円、

１.５％の増でございます。これは４０歳から６４歳の２号被保険者が介護給付費と地

域支援事業費の２８％を負担するものですが、１人当たりの納付金が６万４,３００円

で前年度より２,１００円の増となっております。 

２４、２５ページをお願いします。 

７款共同事業拠出金、１０億８,８７１万７,０００円は、１目高額医療費共同事業拠

出金８,１５７万５,０００円及び２目の保険財政共同安定化事業拠出金、１０億７１４

万２,０００円を計上いたしております。前年度比２,４９８万円、２.４％の増となっ

ております。 

８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費３,２５７万７,０００円は、前年度比６

１万３,０００円の増となっております。これは、第２期長与町特定健康診査等実施計

画に基づき、２７年度の特定健康検診の受診率、保健指導実施率をともに５５％を見込

んで計上いたしております。２８年度からかかりつけ医で治療中のため、特定健診が未

受診となっている方の医療情報提供事業に参加いたします。 

この事業は、かかりつけ医が持っている検査等の医療情報から特定健診の結果データ

を収集することで、特定健診を受診したとすることができるものです。 

この場合、かかりつけ医が委託医療機関以外の場合でも、データの収集が可能となっ



てまいります。 

２項保健事業費、１,７１１万３,０００円は、前年度比２９１万２,０００円の増と

なっております。 

２目疾病予防費、１節報酬に重症化予防指導員報酬を計上いたしております。これは

管理栄養士の人件費となります。糖尿病性腎症をはじめ人工透析となるリスクの高い方

に対して、栄養指導を実施していただくものです。これまでは国保の被保険者を対象と

しておりましたが、後期高齢者についても広域連合の委託を受け、指導を実施すること

となっております。 

９款１項基金積立金、１目財政調整基金積立金は、平成２７年度予算で歳入不足が見

込まれるため、２,０００万円を基金から繰り入れる予定といたしております。不測の

事態に備えるため同額を基金へ戻し入れを行いたいと考えております。 

続きまして、１０款公債費は、前年度と同じ額を計上いたしております。 

２８、２９ページをお願いします。 

１１款諸支出金、１２款予備費につきましては、全年度と同額を計上いたしておりま

す。 

続きまして、３０、３１ページをお願いします。 

給与費明細書になりますが、まず報酬ですが、これは徴収嘱託員５名の報酬７２０万

円、収納推進専門員１名の２８８万円、それから長与町国民健康保険運営協議会委員６

名の報酬１２万８,０００円、訪問看護師の報酬１１７万２,０００円と重症化予防指導

員報酬２１６万をあわせて１４名の１,３５４万円となっております。 

それから共済費につきましては、収納推進専門員と重症化予防指導員の社会保険料を

計上いたしております。 

続きまして、長与町国民健康保険特別会計予算に係る主要な施策に関する説明書につ

いて、ご説明をいたします。 

１ページ、２ページは、歳入歳出予算の状況として、構成比と前年との増減率を記載

をいたしております。 

４ページ、５ページをお願いします。 

２款１項療養諸費ですが、療養給付費算定のための被保険者数を一般９,０４０人、

退職３１５人と見込んでおります。 

２項高額療養費につきましても、一般を４,４００件、退職を１５０件と見込んで計

上いたしております。 

８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費ですが、４０歳から７４歳までを対

象とし、特定健診受診者を３,３５０人、保健指導受診者を２０２名と予定して計上を

いたしております。 

２項２目の疾病予防費ですが、被保険者の健康維持増進、疾病予防、疾病の早期発見

を行う事業として、起債の事業を実施いたしております。 



実施事業につきましては、国保の担当者ばかりではなく、健康増進係や介護保険課、

福祉課及び関係団体の協力を得ながら実施をしてまいりたいと思っております。 

次の６ページにつきましては、先ほど申し上げましたけれども特別職非常勤職員の一

覧を、７ページにつきましては、補助金負担金の一覧を、次の８ページには基金の状況

を記載いたしております。以上が予算に関する説明となります。 

続きまして、資料という形でお渡ししておりますデータヘルス計画になります。これ

について説明をさせていただきます。 

まずデータヘルス計画というもともとが、政府が増大する医療費の適正化などを目的

に保険事業計画、データヘルス計画の策定を全保険者に求めておりますので、長与町も

保険者として計画を策定いたしました。 

まず１ページをご覧ください。近年特定健診の実施やレセプトの電子化、ＫＤＢ、こ

れは国保データベースシステムというものの略ですけれども、これが整備されたことに

よりまして、保険者が健康や医療に関する情報を活用して、被保険者の健康課題の分析、

保険事業の評価の更なる評価等をおこなって保険者の健康の保持増進に努めることが求

められております。こうした中で内閣府から日本再興戦略において、すべての健康保険

組合に対しレセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業

計画の作成、公表、事業実施、評価等の取り組みを求めるとともに、市町村国保が同様

の取り組みを行うことを推進するというふうだったんですが、その次、２６年３月に保

険者は、健康の健康医療情報活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的且つ効率的な

保健事業の実施を図るための保険事業計画を策定した上で、事業の実施及び評価を行う

という形になりましたので、これを受けまして、長与町でも保険事業実施指針に基づき、

データヘルス計画を行うものとしますということになっております。 

長与町は、生活習慣病対策を始めとする被保険者の健康増進、糖尿病等の発症予防や

重症化予防等の保険事業の実施及び評価を行うということでなっております。 

次、２ページを開いていただくとこれがデータヘルス計画を作るうえでの基本となる

表になっております。続きまして、３ページをお願いします。 

長与町のデータヘルス計画を策定するにあたっての長与町の現状というものについて

説明をいたしておりますので、ちょっと長くなりますけど説明をさせていただきます。 

長与町の人口は、これは２５年度のデータになりますけれども、４万２,２４１人、

高齢化率２１.５％で、長崎県や国と比較しては低い方となっております。 

ただ、高齢者の割合が高くなる時期に、高齢期を迎える４０歳から、今、６４歳の壮

年期の割合が高くなっておりますので、今後、医療費の増大も考慮して保健事業に取り

組んでいく必要があると考えております。 

国保の加入者は、９,５６２人で、国保加入率が２２.７％とこれも国や県と比較して

低いんですけれども、６４歳以下の加入者は低い状態となっております。 

また、長与町は第１次産業の就業率が低く、第２次、第３次産業の就業率が９６.



６％を占めていることから、協会けんぽ等の社会保険に加入している人が多いと考えて

おります。将来この方たちが国保に加入することを考えると、他の保険に加入している

方に対しての保険事業の取り組みや他の保険者との連携も重要となってくると考えてお

ります。 

長与町の医療費の状況の推移ですけれども、グラフを見ていただいてわかるように、

年々増加していると、たまたま２４年については減ってきておりますけれども、総じて

伸びてきているという現状になります。 

４ページをお願いします。これにつきましては、予防可能な疾病の医療費の状況とい

うことで書いております。２５年度の医療費を分析しておりますが、生活習慣病は全医

療費において２５.４７％、約４分の１を占めております。中でも虚血性心疾患、狭心

症とか心筋梗塞ですね、これに係る医療費は、３.１１％、同規模の保険者、それから

国・県と比較しても高い状況にあります。この心疾患の原因疾患となり得る高血圧症や

脂質異常症における医療費も高額であることから、これらの基礎疾患が心疾患に関係し

ているのではないかと考えられます。 

また、精神疾患は長期入院により医療費が高額となる疾患ですが、長与町は総医療費

に占める割合は高いですが、他と比べると低い状況にあります。また、悪性新生物や筋

骨格系の疾患も他と比較して高い状況となっております。それから先ほどありましたけ

れども、高額レセプトになりますが、外来と入院では医療は桁違いになりますが、高額

となる入院レセプトの中でも、１件あたり２００万円を超えた高額レセプトは、平成２

５年度は３８件ありました。そのうち最も多かったのが、虚血性心疾患で件数、費用額

ともに４分の１を占めております。そのうちの４割は、脳血管疾患を合併しているとい

うことが見えております。 

５ページをお願いします。これは介護の状況なんですけれども、介護認定を受けてい

る人と受けていない人の医療費を比較すると、介護認定を受けている人は受けていない

人に比べ、約３倍の医療費が必要となります。このことからも介護認定者の数の増加を

抑えることも、医療費の増加抑制につながると考えられます。続きまして６番目の検診

受診率の状況ですが、長与町の特定健診の受診率は、２５年度までは年々増加しており

ますが、４０代、５０代の受診率がまだまだ低い状況にあります。また、受診率を５つ

のコミュニティ別に見てみますと、長崎市と隣接しており生活圏、医療圏が長崎市に近

い高田地区においては、やはり受診率が伸び悩んております。委託医療機関の増加など

検診を受診しやすい環境整えていく必要があると考えます。 

また、健康状態が悪い人は、健診未受診者の中に多くいると言われていますが、１人

当たりの医療費を見ると健診未受診者は、健診受診者に比べて医療費が１.５倍となっ

ております。 

６ページをお願いします。健診結果の状況ですけれども、検診結果でも、有所見者割

合が高く、医療費でも高額になっていた高血圧と脂質異常症について詳しく見ています



と、長与町の高血圧はⅠ度高血圧の方が多くなっております。 

しかしリスク層別に見ると、リスク第３層、高リスクの方が多く、軽度高血圧であっ

ても脳心血管をいためる可能性が高いことがわかっておりますので、この層への指導を

実施していく必要があると考えております。 

ＬＤＬコレステロールは、長与町は平成２０年度以来、県内市町村と比較して、比較

的高い状況にあります。ＬＤＬコレステロールの高い方の原因は、治療レベルにあって

も服薬せずに、放置している方が多いというのをあげられております。 

７ページの悪性新生物の状況です。悪性新生物につきましても、がんの件数が非常に

多くてなってきております。医療費についても、年々増加をしておりまして、医療費に

ついては、胃がん、大腸がん、乳がんで約７割を示しております。これについては、長

与町で検診を実施しているがんになりますので、がん検診の受診を進めていくことによ

って、早期発見、早期治療という形での対応をしていきたいと考えております。 

このような現状を踏まえたうえで、８ページになります。ここで長与町のデータヘル

ス計画を設定させていただいております。 

まず、中、長期的な目標としまして、医療費が高額であり長期入院となる可能性が高

く、さらに予防可能である虚血性心疾患、脳血管疾患、それから慢性腎臓機能、悪性新

生物の４大疾患を減らすことを中期的な目標といたします。また、今後高齢化が進むに

つれ血管が傷んでくることや悪性新生物の罹患率の上昇を考え、医療費の伸びを抑える

ことを長期的な目標といたします。 

短期的な目標の設定といたしまして、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性腎臓病の血管

変化において共通のリスクとなるメタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質

異常症を減らすことを短期的な目標といたします。 

上記の目標達成するために、次の５つの保健事業を実施いたします。①といたしまし

て、特定健康診査受診勧奨事業では、受診率の向上により被保険者の健康状態の経年的

な把握が可能となり、地域のもつ健康課題がより明らかになります。また、体への意識

を持ち予防の視点をもった住民を増やすことを目的とします。 

②特定保健指導の修了率、改善率の向上、メタボ該当者またはメタボ予備軍に対して、

健診結果を専門職と一緒に確認する機会を設けることで、自身の生活習慣を見直す機会

となり行動変容が期待できます。１人１人が疾患に対する意識をつけることで、リスク

に気づき重大な合併症を予防していきます。 

③重症化予防事業、疾病のリスクの高いものに対し、主治医と行政の保健師、栄養士

が連携をとり、症状の進行及び虚血性心疾患脳血管疾患、糖尿病性腎症、その他の慢性

腎臓病等の発症を抑え重症化を予防することを目的としています。 

④若年者検診受診勧奨保健指導、生活習慣ができ上がると言われる２０代から３０代

の人に対して検診、保健指導を実施することで、若い時から健診を受けて、自らの健康

や身体や生活を見直す習慣をつけ、４０代以降の生活習慣病の発症を予防することを目



的とします。 

⑤がん検診受診率向上事業、検診の受診率が向上することで、がんの早期発見、早期

治療による医療費の削減とＱＯＬの向上、死亡率の減少を目指し、要精検者の医療機関

受診勧奨を計画的に行い、可能な限り早く医療機関に繋ぎ、適切な治療につなげたいと

考えております。以上が、長与町のデータヘルス計画となります。長くなりました。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員）

ありがとうざいました。１０時半まで休憩いたします。 

（休憩 １０時１９分～１０時３０分）

○委員長（河野龍二委員）

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

説明をいただきましたので、これから質疑を行います。予算書の説明書に基づいて質

疑を行いたいと思います。まずは歳入の６、７ページからいきましょうか、６、７ペー

ジから質疑を始めたいと思います。質疑はありませんか。 

じゃあ、歳入全般で質疑。 

吉岡委員。 

○吉岡清彦委員

１０、１１ページの一般会計繰入金の４,４００万、前年よりあがったということで、

低所得者に対する説明が詳しく書いてないですが、大体それがこれぐらいの金額になる

ということの考え方でいいんですか。そこのところお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

これは保険基盤安定繰入金のうちの保険者支援分と言いまして、軽減を受けてる７割、

５割、２割の軽減を受けている被保険者数に応じて補てんされる支援分があります。こ

れが前年度に比べて３,７８６万１,０００円増えております。 

○委員長（河野龍二委員）

構いません。質疑はありませんか。歳入全般で結構です。質疑をしたいので、委員長

交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

私の方から少し伺いたいんですが、まずは、６、７ページの税のところですね。説明

でもありました２７年１２月に税の改定の議案が出されて、今回から税が増えてくると

いうことで、改定の中身では、上がる分と若干下がる方もいらっしゃったかように思い



ましたけども、総体的にどれくらいの引き上げ率になるのか、その辺がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

今回、２８年１月１日の被保険者の状況、資産とかすべて含めて、その状況で新しい

税率と現在の税率ということで比較をしております。 

まず、医療費分につきましては、９.７％の増で１世帯当たりにしますと９,８９０円

の増となります。支援分につきましては、２.５％の増、１世帯当たり７７２円の増加

になります。介護分につきましては、４.９％の増、金額にして１,４７２円の増という

形になっております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

各医療・支援・介護で説明していただきました。単純に％、１０、１５、１６％ぐら

いがあがったというふうな形で見方をしてよろしいでしょうか、そうはならないんです

かね。ちょっとその辺を確認させていただきたい。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

全世帯にかかる部分が医療分と支援分になります。ですからその分を足し込みますと

すべての世帯にかかる分については８％の増となります。介護分につきましては、４０

歳から６４歳がいらっしゃる方ということになりますので、これについてはちょっと全

体ということが難しいとなります。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

前回２７年度の予算のときの一般被保険者の徴収収納これは見込みで、これ９４％と

いうのは変わらない数字ですか、通常と。 

２７年度の現状はどういう状況にあるかわかりますか、その収納状況が。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

２６年度の現年の収納率が全体で９４.２４％だったんですが、今現在、１月までの

収納という形で決済あがってきた分につきましては、若干ですけれどもあがっておりま

す。 



ただ、最後の５月の出納閉鎖までということになりますので、今の状態だと前年度並

みかなという形で考えております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

歳入全般というところなんで、８ページ、９ページ前期高齢者交付金のこれは前期高

齢者対象者が数字が出てるんですか、資料でみると２６年、２７年とそれぞれ人数の説

明があってますんで、２８年はどこか資料が出てますか。あれば教えていただきたいと

思います。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

２８年度の概算が３,９７１人となっております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

数字のところで教えていただきたいのは、もう１つ、１０ページ、１１ページの先ほ

ど吉岡委員からも質問がありました軽減分ですね、この対象が７割、２割、５割が２８

年度の概算があれば教えていただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

この数字は２７年度の保険基盤安定負担金の人数で算出をさせていただいております

ので、医療分と後期支援分につきましては、全体で４,６１１人、それから介護分につ

きましては、１,３５１人が対象となっております。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。歳入全般、なければ歳出までいきますか。歳出も全般いき

ますか。戻っても構いませんので、歳出全般で質問を。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

１７ページの委託料のところなんですけれども、この委託をする場合の委託先の選び

方を全部教えていただきたいのと、もう一つ、この第三者行為損害賠償事務委託料とあ

るんですけど、その内容をちょっと教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）



森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

委託先の選定につきましては、レセプト点検につきましては、２８年度から国保連合

会という形で変えております。 

国保システム保守委託料につきましては、これも随意契約になるんですが、総合情報

システムといいまして、国保連合会の外郭団体のような形になっておりますが、国保の

いろんなシステムを保守委託という形になっております。 

それから第三者行為損害賠償委託料につきましては、これは国保連合会に委託をして

おりまして、交通事故等で医療を受けられた場合につきましては、保険の方から損害保

険とかそちらの方からかかった医療費を戻していただくという形になりますので、その

事務について、国保連合会のほうに委託をいたしております。 

そのかかった金額の６％というのを国保連合会に支払うような形になっております。 

高額医療費点検委託料につきましては、ダイヤモンドスタッフの方にお願いをいたし

ております。パソコンのスキルに長けた方という形で派遣をいただいております。 

それから健康管理システム保守委託料につきましては、これは健康増進係の方と併用

なんですけれども、住民に対するその健康情報、健診の結果であったりとか、例えば子

供の乳幼児健診とかそういう健診等に係る情報もすべて入力しているシステムがありま

すので、その分についての保守をお願いいたしてます。これはＮＢＣ情報システムとい

う健康管理システムを入れてもらっている会社に委託をいたしております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

ほとんど随意契約になってるのかというふうに思うんですけれども、この随意契約の

考え方の中でずっとそのままいかれるのか、どこかの時点で何というんですかね、入札

ではないですけれども公募すると、ずっと同じようにしていると金額的なものとかいろ

いろあるのかなと思うんですけど、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

どうしても随意契約でなければならないというところは必ずあります。例えば国保シ

ステム保守委託料、第三者行為につきましては、他にしていただけるところというのは

恐らくないと思っておりますので、これについてもそのまま随意契約になるかと思いま

す。 

それから健康管理システムについても、そのシステムを最初に入れた時点での業者さ

んという形にどうしてもなってしまいますので、このシステムを変える時点でまた入札

ということがあるのかもしれませんけれども、システムを変えない限りは、どうしても



入れていただいた業者という形で随意契約をせざる得ないのかなと思ってます。 

レセプト点検と高額医療費点検委託につきましては、レセプト点検は、今回、変えた

ということは、それをレセプト点検ができるという業者さんという形で、国保連合会が

話を持って来ていただいて、そこを費用対効果等を考えたうえで、今回、委託先を変え

るという決断をいたしましたので、いろんなところでお話を伺えれば変えることも可能

かと思います。ただ高額医療費につきましては、今回、レセプトと同じようにどうしよ

うかということも考えたんですけれども、今いらっしゃる方のスキルというものに職員

が頼ってるところもありまして、今回は、この方についてはそのまま置いておくという

形での決断をさせていただいています。ですから、今後、考えを変えて、例えば、高額

医療費の点検というのは、パソコンのスキルの高い人という形でお願いをしてますので、

そういう方がもし見つかるような他に業者さんとかがありましたら、また考えていきた

いと思っております。 

○委員長（河野龍二委員）

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

２１ページの出産育児一時金、何人の見込みで今年度は立てていらっしゃるのか。次

のページの３１１の１９の病床転換支援金、これの中身をちょっと教えていただきたい。 

それと次のページ、２５ページ、８１１の８の報償費のところで、かかりつけ医のデ

ータをいただけば、もう特定健診は、そこで完結するということ、わざわざ病院に行か

なくてもいいという形で、現状よりも特定健診の受診率が上がるだろうというふうに予

測してますよね。前年度より何％ぐらいあがるのかなということと、それに伴う町民の

方への周知というのはあるのかな、いるのかなと思う部分ですね。かかりつけ医がいい

のならば、原爆検診は認められないのかなということを思います。以前から確か原爆健

診認めてなかったんですよね、相変わらずまだ認めてないのかなという部分ですね、取

り急ぎそこまで教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

まず、２０、２１ページの出産育児一時金につきましては、これは５０人を予定をし

ております。 

病床転換支援金につきましては、これまでもずっと病床転換支援金につきましては、

金額があがってきてなかったんですが、今回、２１年度以来だと思うんですけれども、

金額があがってきております。これは、病床を今、医療費の高度化というのがありまし

て、入院基本料とかいう形を変えていこうとずっとしております。その転換を今後ずっ

と図っていかなければいけないということになってまして、それを進めるための支援金

のような形での支出となっております。ちょっと詳しい内容をこちらが持ってきていな



かったので、後からちゃんとした説明内容をお持ちしたいと思います。ご了承ください。 

特定健診の医療情報提供の分になりますけれども、これにつきましては、もう病院で

管理をされている方、それから月に何カ月に１回、いろんな血液検査等を受けていらっ

しゃるという方は、またわざわざ健診受けなければいけないのか、しかも、全然別の病

院に行かなきゃいけないとかいう形があるので、検診を受けないという方が結構多くい

らっしゃいましたので、国保連合会のほうが主導をとりまして、検診を病院の方で管理

をされている方の情報を医療機関にお願いして、提供していただくというふうになりま

す。ただ問題は、特定健診の項目すべてを医療機関がデータを持ってないといけないと

いう形がありますので、すべての情報を持っている分に関しては、提供をいただけるの

かなというふうに考えております。 

今回予算については、１００名分を一応計上をさせていただいてます。ただ、どれく

らいになるかっていうのが、ちょっと今のところ見えていないということになってます。

時津町が先行してやってはいるんですけれども、余りそんなに実績は多くないと聞いて

おりますので。 

それから原爆検診については、原爆検診の項目が特定健診の項目とイコールではない

と、足りない部分がどうしてもあるということで、こちらの方も同じに、原爆検診の方

にプラスしてくれということでお願いはしてるんですけども、どうしてもその原爆検診

っていうのが、長崎と広島が主ということになってますので、全国的なものではないと

いうのがありまして、その原爆の方が項目を増やすということをしていただけないこと

があります。 

ですから、うちは原爆の集団健診の時、集団検診が年２回あるんですけれども、７月、

８月に行われてます原爆健診の時にそちらの会場に向かわせていただいて、プラスアル

ファの健診を事業団の方にお願いをして、原爆健診のデータもいただけるような形では

努力はいたしております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

今の特定健診のところなんですけれども、１００名分見込んでるということなんです

が、特定健診は早期発見・早期治療を求めるためにするわけですよね。かかりつけ医に

かかってらっしゃる方は、もう既にご病気なのかなと思うので、何か受診率をあげるた

めの何となく施策のような気がしてならないんですけど、そのあたりはいかがでしょう

か。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

おっしゃることわかります。特定健診をなぜ進めるかというのは、データをこちらが



蓄積をしたいということになります。 

今の時点では医療機関にかかっているので、それほど数値は高くないかもしれないん

ですけど、医療機関にかかってるにもかかわらず、逆にデータが、値が悪化していると

いうようなことも可能性としてはないとは限らないので、そういうデータを蓄積するこ

とによって逆にこちらもかかりつけ医とお話をしながら、重症化予防事業に取り組める

という形にもなれますので、データの集積はデータヘルス計画でも申し上げますように、

必要なのかなという形で特定健診の受診を勧めております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

了解しました。データ収集の方法としたらかかりつけ医たくさんあると思うんですね。

その人それぞれなので、どんな形でされるのか教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

さきほど西岡委員さんのお答えしてなかったですね、どういう方法で周知するかをお

答えしてなくて、申し訳ありませんでした。まず、特定健診受診券を４月か５月の頭に

はお送りするようにしてますので、その時に今度こういう制度が始まりましたという形

での周知をしたいと思っております。 

それから医療機関につきましては、かかりつけ医というのは、基本、内科的なかかり

つけ医というのが１番ベストなのかなと思いますので、そちらのかかりつけ医でデータ

をもらえないかということをお願いはしたいと思っております。本人さんに頼んでいた

だく、こちらが医療機関に直接お願いをしてという両方のやり方があるんですけれども、

ちょっとどちらがいいのかというのを今、担当ともずっと話をしておりまして、医療機

関の方に直接頼んで、Ａさんの特定健診の結果を下さいという形でのやり方の方が１番

すっきりいくのかなとは思っております。ただ、やり方をもう少し検討したいと思って

おります。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

データをいただくにあたって、１件幾らとか決めておられるのか、どんな形にされる

のか教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

１件２,５００円となっております。 



○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

もう一つ、重症化予防指導員ということで、今度から管理栄養士さんが回られるとい

うことなんですけれども、これまでも長与町の方ではなくて、他の管理栄養士さんが回

られてたのか、その辺の状況がわからないので教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

今、重症化予防は２名の管理栄養士でやってるんですけど、１名は職員です。それか

ら１名は非常勤でパートさんという形で必要なときに入っていただくというような形に

なっております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

ということであれば合わせて３名で、ここを強化していきながらその必要な家庭のと

ころに、必要な家庭というか、健診後でしょうけど、回っていくということで理解して

いいんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

職員がちょっと負担が大きかったというのがありますので、普通のいろんな業務もし

ながら、重症化予防も入っていくということで、なかなか職員の管理栄養士が入ってい

けない部分がありましたので、そこの比重を減らすためにも、今回、管理栄養士を雇い

あげるという形で、県の調整交付金の方から費用負担というのをみてもらえるというこ

とも確約をいただいておりますので、なおさら非常勤の方を雇いあげたほうが効率がい

いのかなと思って、今回、計上をさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

そうですね、そして、１年間にどれぐらいの方が指導を受けられるのか、わかればど

れぐらい見込んでるのか、どちらでもいいですけど数字を教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

見込みといいますか、対象になる方というのが、健診結果等いろんな情報を集めた上



で、あがってくるということになりますので、見込みというのが難しいんですが、今、

２７年度やっている状況というのが、対象者が８０名ぐらい対象者はあがってきていま

す。ただ、かかりつけの先生とお話をしたりとか本人さんとアポイントをとったうえで、

指導に入っていきますので、その内の大体４５名ぐらいだったかに指導に入っていると

いうことは、担当の方から聞いております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

１８、１９のところの医療給付費、この主要な施策をみると９,０４０名を見込んで

されてますけど、この場合の人数としてるということは、僕なら僕が春先に花粉症なら

花粉症でかかったとしますよね、秋口になったら違った病気にかかったとします。そう

いうときの僕のその人数というのは、あくまでも１人なんですか、ちょっとそこところ

お願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

これにつきましては、被保険者全体の数になりますので、病院にかかろうがかかるま

いが全体の数ということになっております。全員がこの医療を受けるかどうかというこ

とは考えてないです。 

全体の被保険者数が一般が９,０４０名、退職が３１５名ということで考えておりま

す。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

これだけの被保険者がおられるけれども、金額的には、人数は違ってきますね。とい

うことは、よく言われるのは、国保に入ってても１年間全然、病院に行かなかったとい

う方々もよく聞くんです。昔は確かこの関係で記念品とかをあげてたんですけども。こ

の金額というのは、すべての人を対象にした金額で出してるんですか、それとも過去に

さかのぼってある程度のデータに基づいて、９０４０名だけどそれの過去からすると何

人ぐらいが受診するという金額であげたのか。それとも１００％の９０４０円であげて

いるのか。ちょっとそこのところ。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

医療というのはすべての方が、医療保険というのはすべての方が何かあった時に、い

つでも受けられるという形で、医療保険というのができておりますので、すべての方が



もちろん医療を受けていただくということを考えてはおります。 

ただ、この予算を編成するにあたっては、どうしても過去の実績というのを算出をし

ております。今回が２５年度、２６年度、それから２７年の１１月までの実績に応じて、

それから被保険者の数とかいうのを勘案しながら、大体これくらいになるんではないか

という算出のやり方をしておりますので、もし全員の方、９,０４０名すべてが医療を

受ける、今まで受けていた方が、今までと変わらないような医療を受けるとなると恐ら

くこの医療費では足りなくなるんだろうなとは思います。全く医療にかからなかった方

ということも、１年間のうちにそんなに多くはないんですけど、１００名以上の方とい

うのは医療を受けないというリストが上がってきますので、ですから医療を受けないま

ま１年間を過ごすことができるという方もたくさんいらっしゃいますので、どうしても

この人数というのは、全体の被保険者数ということで上げさせていただいてます。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

今度は２０、２１ページの高額のほうになりますけども、この場合は件数、人ではな

くて件数であがってますね。そうした場合のとらえ方というのは、さっき言った例をと

るけども、２つになんかかかったとしますね、その時には２件ということでなるわけで

すかね。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

高額医療費というのが、どうしてもそのひと月にかかった医療費が、その方の世帯に

よって基準額が変わるんですけど、その基準額より超えた部分について、高額医療費と

して支出しますよという形になりますので、今、言わたように１カ月で超えている３件

とか４件、医療機関にかかって基準を超えたとなりますと、それは１人の方に対してお

支払をしますので、それは１件というカウントのしかたをします。これにつきましては、

今までの実績に応じて大体これくらいの件数、３５０から４００件ぐらいの毎回、毎月、

高額医療の支出を行っておりますので、これについては、見込みの件数という形であげ

させていただいてます。 

○委員長（河野龍二委員）

分部委員。 

○委員（分部和弘委員）

ちょっと戻ります。１８、１９で上の段の１２の役務費関係で、口座振替手数料とコ

ンビニの収納手数料関係で件数がわかれば教えていただきたいんですけども。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 



○健康保険課長（森川寛子君）

口座振替手数料が２,３００から２４００件、だいたい一期あたりかかっております。 

コンビニ手数料につきましては、ひと月あたり８００から９００の間という形での推

移となっておりますので、それを見込んだ上での計上となっております。 

○委員長（河野龍二委員）

分部委員。 

○委員（分部和弘委員）

徴収委員とかそういう方々も努力して徴収されておりますけども、やはり口座振替手

数料を増やしていけばそういった手間も省けてくるのかなと思いますけども、そういっ

た中で予算が前期と全然変わってない予算組んでるというふうに思えば、そこら辺強化

していくのがちょっと足りないのかなというふうに思います。 

そして、コンビニ収納の方もがくっと３０万ほど減っているということで、これは収

納の状況を見てから減らしたのかと思いますけども、もっともっとこう徴収しやすいよ

うにアピールというか、ＰＲしていく対策というのはどのようにとられてますか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

コンビニ納付につきましては、前年度の予算というのが全く数字が見えなかったので、

多めに組んだということはあります。 

今回、実績というのがずっとあがってきておりますので、大体月９００件ぐらいで大

丈夫かなという形での計上の仕方をさせていただいてます。 

やはり１番費用対効果が高いのは口座振替になります。１件１０円で済みますし、コ

ンビニだと消費税も入れると６０円という金額がかかりますので、費用対効果とすると

高くなります。ですから、なるべく最初に加入をしていただく方については、口座振替

のお勧めを窓口の方でさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

２４、２５ページの保険事業の特定健診、先ほどから出ておりましたけども、主要な

施策の４、５ページ見ると予定者数で３,３５０名としてますよね。これからすると先

ほどの見込みというのと予定者というのと言葉がちょっと違うんですけれども、この場

合は受診する人がこれだけかなというとらえ方します。始めの見込みでは全体の被保険

者と答えたわけですけれども、対象者となる４０歳から７４歳までの人たちの人数は、

何名になってるんですか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 



○健康保険課長（森川寛子君）

今年度の実施率の目標が５５％になっておりますので、それにつきまして被保険者を

６,０９０人と見込んでおります。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

今後、いろんなデータしながらやっていかれるわけでしょうけども、半分ですね、私

も２月ぐらいに受けたかな、いつもはちょっと遅いんですけど。なかなか関心がやっぱ

り低いんですかね、気持ちあってもなかなかいけない、行かないというか、健康だから

いいんだというお気持ちがあるんしょうけど。いろんなＰＲもしたり、催促もしたり努

力はしてるみたいですけどね。担当としての感触はどうなんですか、約半分ですからね。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

おっしゃるように半分だけども、そこに届かせきれてないというジレンマがすごくあ

ります。特に１番大きいのは、若年層の受診が低いっていうのが１番４０代、５０代の

受診が低いというのが１番問題かなと思っております。ですからどうしてもやはり仕事

が忙しいからとか、健康だからという理由で受けられない方が多いのかなと思いますの

で、その方々に検診の必要性ということで、今、保健士の方が未受診の世帯に訪問をし

て、検診の重要性というのをずっと説いて回っています。ですから、そういう事業を通

して、少しでも検診が大事なんだということをわかっていただければなというのを強く

感じております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

この金額は、この３３５０人の方を見込んだ金額になるのか、先ほど言った６,０９

２人分の費用なのか、ちょっとそこのところを言ったかもしれないんですが聞きます。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

これにつきましては、３,３５０人を見込んだ形で計上させていただいてます。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

また、特定健診のところでちょっとお尋ねしたいんですけれども、今も説明があった

ように若年層の方が受けられないということで、受けれる病院、この病院の問題は西彼



杵の医師会の問題もあるとは重々承知してるんですけれども、私が入ってからもう５年

ぐらいずっと言われていて、その間なかなか増えないので、どうにかならないのかなっ

ていうのはどうでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

医療機関の広域化というのをずっと県とかにもお願いをしているところです。どうし

ても医師会さん同士というのがありまして、西彼杵医師会の方にもお願いに行き、長崎

市医師会の方にも、どうですかということで話には行くんですけれども、ちょっと両方

が「うん」と言っていただけないというなかなか難しいところがありまして、委託料の

問題とかもいろいろあるんですけど、今ちょうど委託料が西彼杵医師会もそれから長崎

市の個別の医師会とも恐らく同じような金額になっているので、今がいい時期なのかな

と思ってるんですけども、長崎市それから時津町と一緒になって、進めていかなければ

いけないのかなというのは、強く思っております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

ぜひ、進めていただいてなるべく受けていただきたいなと思うんですね。もう一つ２

７ページの人間ドックと脳ドックの委託料があるんですけれども、ここで人間ドックと

脳ドック、とても必要だと思うんですけれども、この推移、伸びてきてるのか、なかな

かこれも結局は受ける時間がないというのがあるのかと思うんですけれども、そのあた

りはいかがでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

人間ドック、脳ドックにつきましては、どうしても予算的に金額が張ってきますので、

人数を制限せざるを得ないというところはあります。ですから５月の特定健診の受診券

を発送するときに、人間ドッグがありますということでお知らせをして希望者の方に、

申し込みをしていただくということになってます。 

最近は若干その希望者の方が多くなってきておりますので、その部分については、抽

選をせざるを得ないような状況にはなってます。予算的にちょっと余裕があればもう少

し増やしていきたいなとは考えております。ただ、やはりこの人間ドックというのが意

外と４割負担をお願いしてます。意外と高いです。余裕がある方というのは受けていた

だいているような形にはなってるんですが、逆に、特定健診と町が行ってるがん検診を

組み合わせた方がずっとお安く、同じような検診が受けられるようになりますので、そ

ういうのに抽選に漏れた方には、こういう形で受けていただくと、人間ドッグと同じよ



うな健診が受けられますというお知らせをしたうえでの対応をさせていただいておりま

す。 

○委員長（河野龍二委員）

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員）

今でもちょっと社会問題にもなってきているんですけど、保険事業費の中のはり・き

ゅうですか、整体、整骨含めてね。今はこれを専門にする学校もできて、５００メート

ルに１件ぐらい、長崎市内ではそういう件数になってるんです。 

長崎では、５００メートルに１件ぐらいの社会現象が起きてるんですけど、そしてほ

っと辞めたり、新しくできたりという入れ替わりが激しい。長与町では、だいたいどれ

くらいの件数があって、この監視についてどのような監視をしてるのか。その利用され

てるその件数が分かれば、だいたいどれぐらいなのか教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

このはり・きゅう補助の対象になる施術所というのは、この事業に参加しますという

ことで、申し込みをしていただく必要があります。全体ではだいたい４０件近くが登録

をされてるんですけど、町内だけだと１５件前後だったと、ちょっとすいません詳しい

数字を持ってないんですけども、それくらいだったかと思ってます。だからこのはり・

きゅう補助券が使えるのはもちろん、医療として受けられない、例えばちょっと腰が痛

いのでマッサージをしてもらいたいとか、はり・きゅうをすることで、少し肩凝りが楽

になるという部分になりますので、医療とは全く別な形で、医療を受けるほどでもない

けども、これをしていただくことで楽になるというための補助金になってますから、件

数としては、今、予算として２８８万円を計上してますけども、１回につき５００円の

補助になってますので、大体５,７６０件という予算を組ませていただいてます。 

○委員長（河野龍二委員）

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員）

実は、私も通ってるんだけど、私の場合一つ原因があるんですけど、原因がなくずっ

とこれはただ気持ちがいいということで、通ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃる

わけですね。これについては、監視というのは、別にもう医院からの報告という以外な

いわけですか。 

○委員長（河野龍二委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

お１人につき、１年度につき１５枚の補助券というのをお渡しております。それを使



っていただくということにはなってるんですけども、最近ちょっとチラシとかを持って

こられて、美顔とか書いてあるのがあります。最近おかしくなっている、最初のはり・

きゅう補助事業を始めた趣旨ともしかしたら変わっていってるというようなことも、感

じておりますので、今後、こういうために元々あるんだという趣旨の徹底を今回、図っ

ていかないといけないかなというのは、委員さんおっしゃるように感じておりますので、

今後、指導とかを入れていきたいなとは思っております。 

○委員長（河野龍二委員）

ちょっと休憩したいと思います。 

（暫時休憩） 

休憩に引き続き委員会再開いたします。他に質疑はありませんか。休憩いたします。 

（暫時休憩） 

休憩に引き続き、委員会を再開いたします。では質疑をしたいので委員長交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

少しお伺いしたいと思います。幾つかあるんですが、まずは１６、１７ページの国保

連合会負担金、これ倍ぐらいに予算上増えてるんですけども、原因が何なのか教えてい

ただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

国保連合会の方が、税務署の調査が入りまして、決算剰余金が出た場合についてのや

りくりの方法というのが、税からの指摘があっております。今までこの国保連合会負担

金というものが、だいたい半分ぐらいの金額だったんですけど、実際にこの連合会負担

金で必要な経費というのが足りなかったものですから、他のところ余ってるところ、例

えば、先ほど補正のところで説明いたしました、審査支払手数料とか、そういう余って

るところから流用をしてやっていたんです。そういう事務処理のやり方は、だめだとい

う指摘を税務署の方から受けておりまして、今年度からきちんと必要な経費を必要な負

担金のところであげていくというやり方をとっております。ですから、今回、国保連合

会の負担金があがりまして、そのかわりに審査支払手数料の単価等を逆にさげてきてい

るということをやっております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

この歳出根拠がどういうふうになってるのか、伺いたいというふうに思います。合わ



せて、介護納付金の２２、２３ページの介護納付金のこの４０歳から６４歳の対象者を

教えていただきたいというふうに思います。２点ですね。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○委員長（河野龍二委員）

まず、連合会負担金の分ですけれども、これまでが２７年度までが平等割が１保険者

につき３万、国保被保険者割として、国保被保険者１人につき１００円という算定でし

たけれども、２８年度からこの被保険者割が２００円にあがっております。１９２万１,

６００円という形であがってきてます。 

それから介護納付金ですね、介護納付金の被保険者数につきましては、３,２３９人

で算定をいたしております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

あと少し、質問させていただきたいんですけど、施政方針にもありました一元化の問

題ですね、これが国保の関係も含めてそういう形になるものなのかですね、そうなると

どういった形をとられるのか、その辺の体制なりなんかが出てれば、教えていただきた

いと思います。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

収納一元化につきましては、国保の担当の方でやるのが、納税通知書を送って、それ

から督促状の発送までを現課で行います。 

督促状が発付された後、１０日以内に納めなさいというのがありますので、１０日以

内に納めなかったら、滞納処分等いろいろやっていいよということになっておりますの

で、その事務については、収納推進課の方で行うという形になっております。ですから、

国保の方でやる短期保険証の交付ですね、滞納者の方で短期保険証の対象になってる方、

その短期保険証の交付については、国保の健康保険課の方で行うんですけれども、やは

りそのときに今後の納付計画等いろいろ話をしなければいけなくなりますので、その話

等が必要になったときには、収納推進の担当の方と一緒になってお話をしていくという

ようなやり方をとっていきたいと思っております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

収納率を上げると、収納額をあげていくというふうなところからだと思うんですが、

国保は医療にかかる健康にかかわるところなんで、保険証の交付だとかいろんな条件が



あると思うんですね、病気を抱えて通院が必要だという場合は、保険証の交付を止めて

はならないだとかですよ。ただ一元化になると、他の税も含めて徴収をすると国保が非

常に滞納で分割して払われると追いつかないという部分があって、そういう状態、保険

証を持たないという状態が生まれてくるんじゃないかというふうな考えがあるんですけ

ども、そういう意味で非常に健康を脅かすような問題になってこないかなというふうな

気がするんです。その辺については、どのようにお考えでいらっしゃいますか。 

○委員（分部和弘委員）

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

おっしゃるように滞納者の方はいろんな税が重複してる場合もありますので、その分

については、優先順位をつけてもらうということで、今現在でも重複してる方について

は、健康保険課と収納推進課と一緒になって、どういう納付計画をしていこうかという

ので話し合いをやったうえで徴収をしておりますので、その部分については、国保は保

険証が１番ネックになりますので、保険証を交付できるような形での必ず国保の収納を

入れていただくということは、今後もずっとお願いをしていって、もしほかの税は入っ

てるけど国保は入ってないということになっている状況が見えてきましたら、その分に

ついては収納推進課にきちんと申し出をしていく所存にしております。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず反対討論ありませんか。次に、賛成討論ありませんか。

討論なしと認めます。 

これから議案第２０号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計予算の件を採決し

ます。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

先ほど予算の折に出していただいた資料のデータヘルス計画について、これは今後引

き続き調査をしたいということのご意見もありますので、所管事務調査にしたいと思い

ます。先ほど説明をいただいた部分でご質疑があれば、質疑をお願いしたいと思います。

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

委員会を再開します。このデータヘルス計画を所管事務調査にしたいと思います。異

議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、今期中、また、閉会中の所管事務調査にしたいと思います。では午前中の

委員会を終了いたします。お疲れ様でした。午後１時から開会いたします。 

（休憩 １１時３９分～１２時５５分） 

○委員長（河野龍二委員）

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

議案の審査に入る前に、先ほどの国民健康保険特別会計予算の件で、病床転換助成関

係事務費拠出金の説明が後でということだったんで、説明をしていただきたいと思いま

す。 

森川課長。 

○健康保険課長（森川寛子君）

すいません、お時間を頂きましてありがとうございます。病床転換の件について、ご

説明をさせていただきます。これが国の医療費適正化計画に基づきまして、平均在院日

数、入院している日数を減らすということが大きな目標になっておりまして、そのため

の療養病床の再編成とか転換をするための助成金になります。この計画が立てられたの

が平成１８年度なんですけれども、その時に、療養病床が全国で３８万床あって、その

内訳で医療保険の適用を受けているのが２５万床、介護保険の適用を受けているのが１

３万床という形になっておりました。ただ、その医療保険の適用を受けている２５万床

の中でも、医療が必要な人が入る療養病床の中には、約５割の方が医師の対応、必要が

ないっていう形で、長期の入院という結果が出ておりました。そのために、やはり、医

療の必要がない方について、医療保険で見るということは、やはり医療費適正化に反す

るということになりますので、病床を医療が必要な方は医療で、それから医療が必要で

ない方については、例えばケアハウスであったりとか、老健施設とかそういう形で、病

床を転換していきましょうという形で、２０年度から実際に始まっております。その時

に対象となる第１期計画の時に２万５,５００床を転換するという計画で進んでいたん

ですけども、実際その１期計画が終わるまでに３,８００床しか転換がされていないと。

なかなか進んでいなかったために、実際にこの病床転換支援金というものを、社会保険

診療報酬支払い基金に支払うんですけども、２０年、２１年度の負担金でまず賄えてた

ということで、２７年度までについては請求がなされていないような状況になってまし

た。今回２８年度から更に進めていくということもありまして、病床転換支援金という

ものが、国保の方に負担がするようになってます。この負担の割合というのが、国と県

と保険者で、１０対５対１２という案分の方になっております。その２７分の１２につ

いて、今回当初予算で計上をさせていただいております。単価としましては、１人当た

り０.３１円、人数が９,３６３人ということで支払い基金の方から通知があがってきて

おります。以上です。 



○委員長（河野龍二委員）

はい、ありがとうございました。では、しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。本会議におきまして、本委員会に付託

を受けました議案第１５号、平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算第２

号の件を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、それでは、議案第１５号平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算、

第２号につきまして、同説明書によりご説明をいたします。６、７ページをお開きくだ

さい。初めに、歳入でございます。１款１項後期高齢者医療保険料でございます。１目

１節現年度分特別徴収保険料を１,４１８万５,０００円減額し、２目１節現年度分普通

徴収保険料を１,４５１万７,０００円増額するものでございます。それぞれ平成２７年

度保険料の最終見込み額に合わせ、補正計上するもので、保険料総額では３３万２,０

００円の増額となっております。次に、３款１項、２目保険基盤安定繰入金９６万８,

０００円でございます。平成２７年度保険基盤安定繰入金の確定に伴う計上で、一般会

計からの繰入金でございます。 

続きまして、歳出でございます。１０、１１ページをお開きください。２款１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金１３０万円でございます。歳入でご説明いたしました保

険料の最終見込み額並びに保険基盤安定繰入金の確定に伴う増額計上でございます。以

上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員）

それではこれから質疑を行います。質疑については、歳入、歳出、全般で行いたいと

思います。質疑はありませんか。それでは、質疑を行いますので委員長交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

１つだけ、これも基本的なところで伺いたいと思います。歳入の保険料の件なんです

が、特別徴収が補正額として減額とされてます。ここ単純に考えて特別徴収の場合は年

金からの天引きなんで、大体既定額がおおよそ固まってできるんじゃないかなというふ

うに思うんですよね。で、この補正額で減額されるというところが、どういう背景があ

るものなのか、少し教えていただきたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）



お尋ねいただいた特別徴収、普通徴収の部分でございますけども、これまで当初予算

を立てる段階でですね、被保険者が特徴の方、普徴になる方の人数で案分をしていたよ

うな経過がございます。特別徴収と申しましても、もう１期目から特徴で取れるわけで

はなくて、約６ヶ月ぐらい遅れるということでございまして、特徴で計上しておりまし

たけども、実際はその新しく特徴になられる方は６ヶ月遅れると、半分になるというこ

とでございまして、特徴になるその人数案分ではまずいんじゃないかということで、２

８年度予算につきまして若干その率を変えてですね、計上させていただいておりますけ

ども。ここで増減が出る部分はその差額の部分ということでご理解いただければと思い

ます。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。よろしいですかね。 

質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。まず、反対

討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第１５号、平成２７年

度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号の件を採決します。本案は原案のとお

り可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。それ

では引き続きまして、本委員会に付託を受けました議案第２１号、平成２８年度長与町

後期高齢者医療特別会計予算の件を議題とします。本案について提案理由の説明を求め

ます。 

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

それでは、議案第２１号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計当初予算につ

いてご説明をいたします。後期高齢者医療特別会計の予算額は、歳入、歳出それぞれ４

億４,２０９万９,０００円となっております。前年度比８３６万１,０００円、１.９％

の増となっております。それでは、説明書によりご説明をさせていただきます。まず歳

入予算でございます。６、７ページをお開きください。１款１項後期高齢者医療保険料

は１目特別徴収保険料及び２目普通徴収保険料の合計で、３億５,６２６万４,０００円

を計上、前年比１.７％の増となっております。２款使用料及び手数料、１項手数料は

督促手数料でございます。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金１,７

５３万６,０００円は、広域連合共通経費負担分並びに事務費等一般管理費を一般会計

より繰り入れるものでございます。２目保険基盤安定繰入金６,７５６万円は、低所得

者保険料軽減に係る公費負担分でございます。４款繰越金、５款諸収入、延滞金及び過



料は存目計上でございます。８、９ページをお開きください。５款ですね、６、７ペー

ジの諸収入から次のページまでわたりますけども、５款諸収入の２項償還金及び還付加

算金、１目保険料還付金７０万６,０００円は、過年度分の保険料還付金を計上をして

おります。次の３項町預金利子、４項滞納処分費及び雑入は、存目計上でございます。

以上が歳入でございます。 

続きまして、歳出についてご説明をいたします。１２、１３ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費でございます。１目一般管理費につきましては、後期高齢

者医療事務を行う事務経費でございます。パート１名の雇用、各種通知用封筒作成及び

被保険者証通知等の郵便料並びに後期高齢者電算システムの改修、電算機器借上料等で

ございます。２項徴収費は保険料徴収に係る徴収嘱託員報酬の他、納付書等の印刷及び

発送郵便料、並びに口座振替コンビニ収納手数料を計上をいたしております。２款後期

高齢者医療広域連合納付金４億３,５００万７,０００円でございます。広域連合納付金

は広域連合事務負担金が１,２１８万２,０５３円、保険基盤安定負担金が６,７５６万

円、保険料が３億５,６２６万４,０００円でございます。１４、１５ページをお開きく

ださい。３款町支出金、１項償還金及び還付加算金６９万８,０００円でございます。

これは広域連合より受け入れた過年度分の保険料還付金を、被保険者へ還付するもので

ございます。次の２項繰出金は存目計上、４款予備費は１００万円を計上いたしており

ます。以上が平成２８年度後期高齢者医療特別会計の歳入、歳出予算でございます。な

お、主要な施策に関する説明書を添付いたしておりますのでご参照をしてください。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員）

これから質疑を行います。 

質疑はまず、６ページ、７ページ、８ページ、９ページの歳入から行いたいと思いま

す。質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

６、７ページの上の方の保険料特別普通、これ人数をちょっと僕言ったのか聞き忘れ

たけども、もしそれが分かれば、よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

人数は予想になりますけれども、２８年度の予想が４，５０７名。保険料のうち６

０％を特別徴収、４０％を普通徴収と見込んで予算を立てさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）



今の４,５０７名を特別徴収で６０％、そして普通徴収で４０％、そういうことの今

説明あったわけですかね。それで間違えないわけですね。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

先ほどの質問と少し関連しますけども、先ほどの補正の時に、これまでは大体割合で

保険料を算出してたということで、今の人数の説明ですと、大体これまでもこういう割

合、６５から３５ぐらいというふうな話でですね、言われていたんですけど、この保険

料の算出は割合で出してないというふうな形で考えてよろしいんですかね。先ほどの補

正の時には保険料そのものを、特別徴収と普通徴収の割合で、保険料を割ってたという

ふうな形で受けとめたんですけども、２８年度からちょっとこう出し方を変えたという

形で言われてたんで、そういうふうに捉えてよろしいものなのか。 

○委員（分部和弘委員）

はい、小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、２７年度の当初では特別徴収を６５％、普通徴収を３５％で組ませていただい

ておりました。２８年度の当初では特別徴収を６０％、普通徴収を４０％で組ませてい

ただいております。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

保険料の算出の方法としてはもうそれで、４,５７７人の方のうち６０％が特別徴収

の保険料と。４０％が普通徴収の保険料ということで、その数値がちょっとこう変わっ

たというところで、大体正確な数字を出したというな形でよろしいんでしょうかね。 

○委員（分部和弘委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

実績に基づいて、パーセンテージを変えて予算を組ませていただきました。 

○委員（分部和弘委員）

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

別のところで、保険基盤安定繰入金ですね、低所得者の公費負担分ということで、説

明がありました。この低所得者の２８年度の全体の見込み数ですね、がどれくらいなの



か。あと、その全体の中でのそれぞれの割合ですね。これも７割、５割、２割の対応が

あったと思うんで、それの数値も分かればお願いしたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

広域の試算になりますが、対象者数は２，４４７名、７割軽減が１,６３５名、５割

軽減が３１９名、２割軽減が３６２名、非扶養者であった者が１３１名となっておりま

す。 

○委員（分部和弘委員）

はい、河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

この数字は、この繰入金額から見ると年々増えてるような状況ですけど、その傾向に

あるんでしょうか。それとまた増えてる要因というのはどういうところにあるのか、も

し分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

暫く休憩します。 

（暫時休憩） 

はい、休憩を解いて会議を再開いたします。 

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

実績でございますけども、平成２５年度対象者数は１,９７９、２６年度が２,２０８、

今回、予定で広域連合の試算でございますが先ほど申し上げた２,４４７ということで

ございますので、対象人数は、増加傾向にあるということでいいかと思います。要因は

ですね、低所得者は基準がありますから、そこにはまるだけの方が増えてきているとい

う、当然パイも増えてますけども。そういうことでご理解いただければと思います。 

○委員（分部和弘委員）

はい、河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

先ほど、保険料のことで総数４,５０７人ということで、低所得者の割合というのは、

２,４４７人も出せば、この割合というのは出てくると見ていいんでしょうかね。 

○委員（分部和弘委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

おっしゃるとおりです。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 



○委員長（河野龍二委員）

はい、他に質疑はありませんか。歳入全般ですね。歳出のところにもう行きましょう

かね。歳出のところでも、質疑をしたいと思います。質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

主要な施策を見ながらしようと思うんですけども、１２、１３ページのその１目のね、

後期高齢者の広域連合納付金のことで、４億３，５００万のとこですけども、ここに人

数が分かれば書いとってもらえればよかったんでしょうけども、こういうことで３項目

が上がってますけども、人数がどれだけおられるのか。対象人数がね、この金額の中で。

よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

遅くなりまして申しわけございません。主要な施策の方の３項目でございますが、１

番上の保険料につきまして先ほど答弁いたしました４５０７ですね、４,５０７人。低

所得者の安定負担金も先ほどお答えをいたしましたけども、２,４４７人ということで、

人数はその２つでございます。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

これがどこだったかな、主要な施策の方の４ページ見ると、ここも徴収嘱託員１名、

あがってますね。先ほど健康保険もおったし。だからこの、それぞれがいろんなずっと

出てきてるけども、ばらばらに国民健康保険で来ました、後期高齢で来ました。何かこ

の、対象はちょっと違うか分からんけど、福祉の福祉で、民生委員ていうかな、総合的

なその対策、ばらばらがやっぱりいいんですかね、どうなんですかね、それぞれの担当

が違うから担当でしなきゃいかんということでしょうけども、保険なら保険関係の一本

でそのするようなそのシステムというような、何か、そういうのは考えておらないんで

すかね、どうなんですかね。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、おっしゃるとおりでございまして、新年度から収納推進課の方で、税金、国保、

介護保険料、後期高齢者保険料を督促の次の段階からまとめて対応するように全庁舎内

で体制を整えているところです。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 



○委員（吉岡清彦委員）

この今、これ予算だから、ばらばらに上がってるけれども、それぞれがおるっていう

ことでしょ。どうなんですか、ちょっとそこんところ、システムを。 

○委員長（河野龍二委員）

松浦部長。 

○生活福祉部長（松浦篤美君）

はい、２８年度から一応、国保もそうなんですけども、督促状を発送した時点で、一

応収納推進課の方に管理を移すと。それで、徴収員さんは国保で、それぞれ、で介護で

もいらっしゃいます。ただその中で、介護の例えば徴収員さんが後期高齢をとって来て

もらったら、その分の費用分だけを支払うという形になりますので、必ずしも後期高齢

に１人徴収員がいるっていうわけではないんです。国保で例えば３人いて、介護で１人

いて、４人で回ったとして、その中でそれぞれ国保をとったら国保からその分を費用を

もらう、っていう形になりますので、徴収の計画については収納推進課の方で計画を立

てていただいて、それぞれ回るっていう形になります。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員）

質疑をしたいので委員長交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代いたします。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

今の質問と関連するんですが、国保のところでもちょっと伺ったんですけども、督促

を出して、次の段階から一元化の徴収、収納推進室にその滞納者の回収が回っていくと

いうことですけど。そのケースバイケースといいますかね、大体この人は遅れがちだと、

督促を出したらその対応して支払ってくれてるというふうな場合が大方あるんじゃない

かなというふうに思うんですよね。そういう少し遅れる人達も含めて、収納推進室に全

部回すというふうな形で、収納体制をとっていくのかですね、その辺はどのような考え

があるか、お伺いしたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

今、委員ご質問、ご心配されてるところだと思うんですけども、とりあえず今回２８

年度からスタートする部分については、先ほどご説明をいたしましたとおり、督促以降

の手続きをとっていただくということで統一した考えで進んでいこうとしているところ

です。なお、それぞれの各所管が抱えております徴収員を引き上げるという部分は、今、

委員がおっしゃられたように、これまでの経過を分かっている方にまずはついてもらう

と。ですから、その中でですね、いろんなケースがございますけども、そのケースケー



スについては、当然所管もですね、個々のケースについては、やりとりをしながら調整

は図っていくようになっておりますので、その辺はご心配ないかということで考えてお

ります。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。 

質疑をしたいので委員長交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

歳入予算全般に掛かるところかと思いますが、１つは町長の施政方針でも、ちょっと

出ていたんですけども、後期高齢者医療制度についてはというところから云々かんぬん、

事業の中身があって、健康診断の受診を更に進めるというところがあります。これは、

後期高齢者制度ということころでですね、謳ってありますんで、町の業務としては大体、

保険料の徴収をするというところの業務にとどまっているわけで、実際の医療予防だと

かですね、予防医療の体制といいますか、事業は広域連合になると思うんですけども、

ここで健康診断の受診を進めていくというところがどういうふうな背景からですね、こ

ういうふうな施政方針で述べられたものなのか、それとまた、そういう受診を勧める何

らかの体制を整えようとしてるのかですね、まずはそこをお伺いしたいというふうに思

います。 

○委員（分部和弘委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

健康診査については、一般会計の方で支出するようにしております。受診勧奨につき

ましては、毎年７月にですね、８月から使える新しい保険証を送付するときに、このよ

うなパンフレットを同封させていただきまして、その中に特定健診を受けましょうとい

うのは入ってございます。また、町の方でも４月末から５月初めになるんですけれども、

国保が受診券を送るときに、こちらも同様に一斉に受診券を送らせていただいておりま

すので、受け取った方の受診に対する気持ちが上がるかと思っておりますが、７５歳以

上の方は、多くの方が、何かしらで病院にかかってらっしゃいますので、もう予防とい

う段階ではない方が多く、広域でも目標が１５％とされております。当町はその１５％

はクリアできているところでございます。今後とも健康な方は予防のためにも、検診を

受けていただきたいと思っております。 

○委員（分部和弘委員）



河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

参考までに、本町の後期高齢者該当被保険者の健康診断の受診率はどれくらいあるの

か。分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

受診率というものはちょっと弾いてないんですが、２６年度の受診人数は８０２人と

なっております。８０２です。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

はい、他に質疑はありませんか。質疑はいいですか、終了して。いいですかね。 

質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第２１号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の件を採

決します。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。では

場内の時計で、５５分まで休憩しましょうかね、５５分まで休憩します。 

（休憩 １３時３８分～１３時５０分） 

○委員長（河野龍二委員）

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第２２号、平成２８年度

長与町介護保険特別会計予算の件を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

それでは、議案第２２号、平成２８年度介護保険特別会計当初予算についてご説明を

いたします。介護保険特別会計の予算額でございますけども、保険事業勘定で歳入歳出

それぞれ２９億５,１７１万９,０００円で、前年比１億９,６５６万２,０００円７.

１％の増となっております。平成２８年度事業につきましては、長与町第６期介護保険

事業計画に基づき、第１号被保険者を１０，０６２人、高齢化率を２３.８％、認定者

数を１,８８３人と推計し、事業費を算出をしております。それでは説明書によりご説



明をさせていただきます。まず歳入でございますけども、４ページ５ページをお開きく

ださい。１款１項１目第１号被保険者保険料７億２６０万７,０００円は前年比９.６％

の増となっております。内訳といたしましては、現年分の特別徴収保険料、現年分の普

通徴収保険料、滞納繰越分の普通徴収保険料でございます。給付費の２２％分でござい

ます。２款使用料及び手数料は督促手数料でございます。３款国庫支出金、１項１目介

護給付費負担金５億３,７５８万７,０００円は給付費に対する国の法定負担分でござい

まして、施設分が１５％、居宅分が２０％となっております。２項国庫補助金１目調整

交付金は、法定負担率は５％でございますけども、補正係数がかかりまして平成２８年

度は２.５２％で計上をいたしております。２目地域支援事業交付金、介護予防事業５

７５万円、３目地域支援事業、包括的支援事業・任意事業８５８万円につきましては、

国の法定負担分で計上いたしております。介護予防事業が２５％、包括的支援事業任意

事業が３９％となっております。４款支払基金交付金は第２号被保険者、４０歳から６

４歳までの方が納めた保険料からの制度負担分でございます。１項介護給付費交付金２

項地域支援事業交付金ともに給付費の２８％となっております。６、７ページをお開き

ください。５款県支出金１項１目介護給付費負担金３億８,５６９万５,０００円でござ

います。給付費に対する県の法定負担分施設分で１７.５％、居宅分で１２.５％となっ

ております。２項県補助金１目地域支援事業交付金、介護予防事業２８７万５,０００

円、２目地域支援事業、包括的支援事業・任意事業４２９万円につきましては、県の地

域支援事業交付金割合で計上いたしております。介護予防事業が１２.５％、包括的支

援事業・任意事業が１９.５％となっております。６款財産収入は存目計上でございま

す。７款繰入金１項一般会計繰入金１目介護給付費繰入金、２目地域支援事業繰入金は

給付費に対しましての町の法定負担割合、１２.５％分でございます。３目の包括的支

援事業・任意事業は１９.５％となっております。４目その他一般会計繰入金５,３１４

万１,０００円は歳出の総務管理費、徴収費、介護認定調査会費、趣旨普及費、介護保

険運営協議会費、公債費に充てるものでございます。５目低所得者保険料軽減繰入金５

３７万９,０００円は、低所得者保険料軽減に係る公費負担金でございます。８款繰越

金１,０００万円は前年度繰越金でございます。９款の、次のページですね、９款の諸

収入の１項延滞金、加算金及び過料２項町預金利子、３項雑入については、それぞれ存

目計上でございます。歳入は以上でございます。次に歳出でございますけども、１０、

１１ページをお開きください。１款総務費１項１目一般管理費では、被保険者証、資格

管理等に関する事務費を計上いたしております。昨年８月より費用負担の公平化という

ことで、２割負担の導入や負担限度額認定のための預貯金照会等の制度改正に伴う印刷

製本費、郵便料の増額、介護保険システム改修の終了に伴う委託料の減額により、前年

比では２６５万４,０００円の減となっております。２目連合会負担金７２万４,０００

円は、国保連合会に対する事務負担金でございます。第三者行為求償事務負担金は、交

通事故等第三者行為による給付費、求償事務に係る負担金。特別徴収経由事務負担金は



年金天引きによる特別徴収保険料の経由事務に係る負担金でございます。広域イーサネ

ット負担金２４万円を今回新たに計上いたしておりますけども、これは２６年度までＫ

ＤＤＩの電話回線を利用し、電話料として計上していた国保連システムが、昨年度から

専用回線に係る国保連への負担金となっておりましたので２７年度は流用で対応し、２

８年度当初予算より計上したものでございます。２項徴収費でございます。１節報酬で

は、徴収嘱託員報酬の１名分１１４万円を計上しております。１１節印刷製本費７０万

８,０００円は、納付書１万２,４００枚を始め、各種通知書３万枚、窓開き封筒２万５,

０００枚等を計上をいたしております。１２節役務費では、納付書や保険料通知等を送

るための郵便料ほか口座振替コンビニ収入手数料、滞納者に係る預貯金照会手数料等を

計上いたしております。１２、１３ページをお開きください。３項介護認定審査会費で

ございます。１目介護認定審査会費は、審査会委員３０名の１２回分の報酬と介護保険

専門員２名分の報酬並びに認定審査会運営経費等を計上いたしております。２目認定調

査等費は、認定調査に係る介護保険専門員３名分と認定調査７５０件分の報酬のほか、

医師の意見書作成手数料等、認定調査に係る経費を計上しております。１４、１５ペー

ジをお開きください。４項趣旨普及費は、介護保険制度の周知のためのパンフレット作

成費でございます。５項介護保険運営協議会費は、開催経費でございまして３回分を計

上いたしております。２款保険給付費１項介護サービス等諸費は、要支援要介護の認定

を受けた方が利用した介護サービス、介護予防サービス費の支払い分でございまして、

いわゆる給付費の部分でございます。前年度比１億９,７５２万２,０００円、７.５％

の増額となっております。１６、１７ページをお開きください。３款地域支援事業費１

項介護予防事業費１目介護予防二次予防事業では、基本チェックリストを中学校区の６

５歳以上の高齢者全員に送付し、事業対象者を抽出し、二次予防事業のえんじょい貯筋

教室に導くものでございまして、２８年度は高田中学校区を予定をいたしております。

２目介護予防一次予防事業費では、平成２８年度において元気クラブの３教室のうち図

書館開催をしておりました分を、高田郷のふれあいセンターに移設、めだか８５の開催

場所として福祉センターの増枠と長与ニュータウンの防災センターを新たに追加し、４

カ所から６カ所とする委託料の増額を計上しております。１８、１９ページにわたりま

すけども、１８、１９ページでは地域住民グループ支援事業補助金で、現在１８カ所で

展開しておりますいきいきサロンをですね、一応増やしていくということで、予算上は

２３カ所分を計上しサロン活動の充実を図ることとしております。また３目介護予防総

合事業費では、２８年度中に新総合事業に取り組む市町村における総合事業のサービス

を、本町の被保険者が利用した場合にかかる費用について、事業所に支払う経費でござ

います。実績も何もなく見込みが立たないため、当面１００万円を計上して様子を見る

ということで考えております。１８、１９ページをお開きください。開いてますねすい

ません、２項包括的支援事業・任意事業の１目介護予防ケアマネジメント事業費では、

地域包括支援、１目は介護予防ケアマネジメント事業ということで、消耗品等、郵便料



ですねそちらに書いてあるような金額を計上しております。２目の総合相談事業費では

介護保険課の窓口配置の介護用相談員、訪問指導実施しております訪問看護師の報酬や

自動車のリース料と相談事業に係る経費を計上をしております。２０、２１ページをお

開きください。３目の権利擁護事業は、高齢者の方の権利擁護のための成年後見人制度

の周知等を図るためのパンフレットの作成を計上しております。４目包括的・継続的ケ

アマネジメント支援事業費は、主任介護支援専門員を嘱託配置ですね、それに伴う報酬

のほか、資質向上を図るための研修等に係る経費を計上いたしております。５目地域包

括支援センター運営協議会費は、協議会委員の報酬等を計上しております。６目任意事

業費では、２２、２３、次のページにまたがりますけども、丸田荘、上長与公民館で実

施しております健康相談や各町内各団体への健康教育、認知症講和に係る報償費、家族

介護支援事業として介護学習会、認知症介護者リフレッシュの集い、地域支援自立事業

として配食サービス、脳トレ教室等の経費を委託料で計上いたしております。２０節の

扶助費では在宅介護者見舞金、家族介護用品支給を計上しております。４款の基金積立

金は存目計上でございます。５款公債費５０万は一時借入金が出た場合の利子分という

ことで、計上をいたしております。２４、２５ページ、６款諸支出金１項償還金及び還

付加算金は、１目第１号被保険者保険料還付金として７０万円、２目償還金は存目計上、

３目還付加算金は１万円を計上しております。７款の予備費につきましては、１,２０

０万円を計上いたしました。保険事業勘定については以上でございます。次に、介護サ

ービス事業勘定についてご説明いたします。この勘定は、地域包括支援センターが行っ

ております要支援１、２の方に係るケアプランの作成に係る経費でございます。ページ

が、２９、３０にまいります。２９ページ３０ページですね、歳入歳出それぞれ、この

事業勘定では２,２７０万６,０００円、前年比１０４万４,０００円、４.８％の増とな

っております。それでは２９、３０でございますけども、３０ページでございますが、

１款のサービス収入１項介護予防給付費収入１目介護予防サービス計画費収入２,２７

０万４,０００円は、要支援１、２の方のケアプラン作成費でございます。２款繰越金

３款諸収入については存目計上でございます。次に、歳出でございます。３１、３２ペ

ージをお開きください。１款事業費、１項１目指定介護予防支援事業費でございます。

１節報酬では、ケアプラン作成のための介護支援専門員、ケアマネージャーの報酬でご

ざいます。６名おりますが、１名が産休に入るため、報酬については５名分を計上、代

替に係るパート賃金を７節にて計上をいたしております。訪問にかかる自動車借上料の

ほか、包括以外の事業所にケアプラン作成を委託する委託料、地域包括支援センターの

システムリース料等を計上をいたしております。以上が、平成２８年度介護保険特別会

計の歳入歳出でございます。なお、主要な施策に関する説明書を添付いたしております

ので、ご参照ください。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員）

それでは、これから質疑を行います。まずは、事業勘定の歳入はページ数でいきまし



ょうかね、４、５ページからいきたいと思います。質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

ちょっと書きよったとばってん、その４、５ページの１番上の第１号被保険者の分で、

１号の人が１６,０６２名が対象者という、ちょっと聞いたわけですけども、そして２

３.８％が、この２３．８％はどういう、ちょっとその意味をもう少しお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、滑舌が悪くて申し訳ございません。先ほどご説明で申し上げた数字につきまし

ては、１号被保険者を１０，０６２人、人数ですね。次に申し上げた数字が、高齢化率

でございます。２３.８％、高齢化率でございます。そして認定者数を１,８８３人とい

うことで説明をいたしたところでございます。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

そしたらその金額としては、対象者数全部が上がった金額でこれは上げとるわけです

かね。この６億２,９００万っていうのは。特別徴収も両方合わせてね。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

１号被保険者でございますから、先ほど申し上げた１０，０６２人分の保険料という

ことで理解していただいて結構です。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

じゃあ、下の方の４款の方の１目の介護給付費交付金の分で、７億９,５００万です

ね。この分の人数は何人ですかね。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、先ほどご説明したつもりでございましたが、この事業費につきましては第６期

の保険事業計画を基に算出をしておりまして、金額ベースで算出をしています。ですか

ら対象人数という方法では人数は出てこない。先ほどご説明しましたが、いわゆる１号

被保険者でいう１０，０６２人に対する事業費をそれぞれの法定負担の率で、計上して

いるということでご理解いただければと思います。２号ですね。はい。はい、すいませ



ん。支払基金の部分について先ほどご説明しました２号被保険者の分でございまして、

こちらの分について事業計画上もですね、こちらのほうは人数での計上はしておりませ

ん。 

○委員長（河野龍二委員）

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

ちょっと関連して伺います。説明では、２号被保険者の相当分の交付金が受けられる

ということなんで、じゃあその交付金の算出根拠ですね、もともとやっぱりこの２号被

保険者のどれくらいというのが、根拠にないと数字そのものが、どうやって出てくるの

かなとちょっと感じたんですけども、わかればお願いします。 

○委員（分部和弘委員）

はい、富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、支払基金交付金につきましては介護保険の制度上でございまして、制度上１号

被保険者が支払う率と２号被保険者が支払う率というものが法定で決められております。

先ほどご説明したように第６期の事業計画というのは、長与町が使う総事業費をまず算

出をいたしまして、それを法定負担で割っていって、この歳入が計上されるという仕組

みになってございますので、ご理解いただければと思います。 

○委員（分部和弘委員）

はい、松浦部長。 

○生活福祉部長（松浦篤美君）

はい、まずあのこの支払基金というのは、要するに国民の４０歳から６４歳までの方

が払う保険料を国が一括してプールします。その額に対して、長与町の介護の事業費が

出て、計画されております。その分の負担割合、例えば１７．５％を支払基金からもら

うっていう形で、すいません、支払基金からの長与町の総支出ですね、介護保険の総支

出分について、２８％が支払基金の、国から来るっていう形になっています。以上です。 

○委員（分部和弘委員）

はい、河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

はい。そうすると、現実に２号被保険者に係る介護事業費に当てはまるという金額で

はないんですかね。そういうとらえ方でいいんですか。 

○委員（分部和弘委員）

はい、松浦部長。 



○生活福祉部長（松浦篤美君）

はい、あくまでも支払基金の分は４０歳以上の、先ほど言った６４歳までの国全体で

納めた分があります。で、長与町は介護の給付費に対する負担割合っていうのが決めら

れているんですけども、先ほど言った２８％、その分を国からもらうっていうだけなの

で、特にこれは２号保険者に対する介護分ですよっていうことではないということでご

ざいます。以上です。 

○委員（分部和弘委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

ちょっと、今の部長の説明に追加をさせていただきますけども、いわゆる介護保険は

事業費そのものを国、県、公共団体と保険料で５０、５０で賄うということになってお

ります。その保険料で賄う５０の部分、この部分を１号被保険者と２号被保険者でどう

分けるかというところの率が、第６期計画上では、１号被保険者が２２％で、２号が２

８％と足して５０％という比率に法定で定められているものということでございますか

ら、単純に先ほどご質問いただいたようなその２号被保険者の保険事業費が幾らだとか

いうことではなくて総事業費を１号と２号で５０％を案文しているというような仕組み

になっております。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。続けて６ページ７ページでも構いません。質疑はありませ

んか。 

なければ歳入全般で、最後の８、９含めて歳入全般で質疑はありませんか。 

じゃ、戻っても構いませんけども歳出の項も質疑は入りたいと思います。質疑ありま

せんか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

歳出の１１ページの１３の委託料なんですけれども、この委託料の委託先の選定方法

を教えていただきたいのと、その下の連合会負担金の中で広域イーサネットに今回から

変わったということで、前年度よりこの負担金が減ったのかどうか、そのあたりを教え

てください。 

○委員長（河野龍二委員）

日高係長。 

○係長（日高拓郎君）

委託料の選定業者なんですけれども、こちらについては一社随契、と言いますのが使

用している介護保険のシステムがございまして、こちらをずっと改修改修で使っており



ますのでその繋がりもあってですね、１社の随契っていうことで契約の方をさせていた

だいております。もう１つイーサネット負担金なんですけれども、こちら広域イーサネ

ットということで、こちらに関するものが国保と障害と後期介護が関与しておりまして、

全体としての負担金は変っておりませんが、各所管でですね、案分している関係できれ

いに案文した関係で、介護の負担の方も増えております。且つ昨年度はですね、こちら

がイーサネットになる前が回線使用料ということで電話料の方で上げさせていただいて

おりましたので、その分が丸々ですね、こちらに負担金として移ってきた形になってお

ります。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

随契ということですので委託先を教えていただきたいのと、この随契はどこまでずっ

と続ける予定なのか。なんかこう、随契が結構多いんですけど、どこかで見直しが必要

なんじゃないかなっていうのが思ってるのが１点。さっきのもう１回すいません、専用

回線にして電話料とかも含めて、全体的に負担金が増えたかどうか、同じなのかってい

うのをちょっと確認させてください。 

○委員長（河野龍二委員）

日高係長。 

○係長（日高拓郎君）

委託料につきましては、同じシステムで保険料とか給付とかに関わるものをずっとさ

せていただいているんですけれども、大幅にですね、変わるようなことがあれば見直す

ことも考えられるんですけれども、小さな改修が多かったりですね、制度改正で緊急を

要するものが多い関係上、なかなかそこに至ってないっていうようなこともございます。

委員がおっしゃるとおりですね、機会を見て随契ではなくてですね、しっかり入札等か

けてやるっていうのは、基本的な方向性だと思いますが、今の実態としてはそういった

ところでございます。広域イーサネットについては全体としては変わっておりません。

以上です。随契先はＮＢＣ情報システムでございます。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

もう１点このページでコンビニ収納手数料っていうのが受けられてますけど、何件分

を見込まれてるのか、このコンビニ収納って始まったばっかりかなと思うんですけれど

も、利用者さんが増えてるのかどうか教えていただければと。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 



○介護保険課長（富永正彦君）

コンビニ収納でございますけども、１０期になっておりまして、一応１期毎に３００

件を見込んでおりまして、３００件の１０期で３,０００ですね、３,０００件分を見込

んでおります。今の状況についてはちょっと今調べてますのでお待ちください。 

○委員長（河野龍二委員）

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

休憩を閉じます。 

日高係長。 

○係長（日高拓郎君）

件数についてはすいません、今手持ちがないんですけれども、収納額に対する割合と

してはですね、２６％程度でございまして伸びているというよりかはこの程度をずっと

継続しているっていうような形でですね、当初見込んだのも３割程度でしたので、一般

に言われているような収納の率、利用の率にはなっているのかと思います。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

では、１４、１５ページの２款の保険給付費ですね、すいませんね。 

○委員長（河野龍二委員）

じゃ、ちょっと再質多いもんで、１４、１５までページを、はい。１６、１７までで

すか。そこまで質疑をしたいと思います。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

１４、１５の下の款の２款保険給付費の介護サービス、１目の介護サービス諸費、こ

こが前年度比べて１億９,７００、約２億アップしてるわけですけれども、このなんか

要因というのがどういうものなのか、よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

要因といいますか、どう説明していいのかちょっと難しいところがございますが、先

ほども申し上げましたとおり第６期の事業計画をベースにして、事業費をはじいており

ます。この第６期の事業計画を作る時には、国から事業費の計算方法、算出方法という

のが参りまして、策定計画を作る時点までの実績をですね、入れますと、国の計算式で

事業費がはじき出されるようなシステムになっております。いわゆる第６期の事業計画

そのものは、国のワークシートっていいますか、計算式の表があるんですが、それに当

てはめて算出した結果、２８年度の事業費が計上されてるということでございます。で



すから、要因というと結構難しいんですけど、国が示す計算式で算出すると、この事業

費になてしまうということでございます。結果としてですね。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

主要な施策見ると、先ほど歳入の方から出てたとように、１号被保険者２２％、第２

号被保険者２８％、これが指針として出てきたっていうことでしょうけれども、このベ

ースがですね。しかし国が出す、やっぱりそれまた、１つなんか基準があってと思うん

だけど、どうなんですかね、国からの指針と言えばね、あれでしょうけども。人数は増

えてくるとか、なんかちょっとそういうのがやっぱり少しはなからんと、国からの指示

というかベースもできないんじゃないかと思いますけれども、内部的なものでは、何か

ちょっとそういうのが自分達で検討は分かってるんですかね、どうですかね。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

先ほどご説明いたしました事業見込みの手順でございますけども、国から示されてい

る手順につきましては、まずは高齢者人口の推計、被保険者数の推計ということで、平

成２１年から２５年、過去５年分の住民基本台帳の変化率をもう弾いてですね、まずそ

れで高齢者人口と被保険者を推計しろということになっております。それに基づいて、

平成２４年度から２６年度の認定率の伸び率を先ほど言いました被保険者数に乗じて推

計をしなさい、ということになっております。で、それに対して平成２４年度から２６

年度の利用ですね、利用状況を、実績になりますけども、その実績を先ほど示したその

推計の人数のところに引っ掛けて総事業費をまず見込みなさいということで指示が出て

おります。で、その内訳につきましては現在までの実績のですね、その居住系サービス

であるとか、どういうサービスを誰が何人利用しておるという部分をその推計値に乗じ

てですね、それぞれの事業費を算出しなさいということになっておりまして、それに従

って出た数字ということでご理解をいただければというふうに思っております。以上で

す。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

じゃ、１３ページのところで、この介護保険認定審査会費のところでちょっとお尋ね

したいんですけれども、この認定審査委員ていうのが３０名っていうことになってます

けれども、これは何か法で決まってるのかっていうのと、この３０名の方、報酬的には

毎年同じような形か前年度比として同じになってるんですけど、この方、ドクターを含

めて何人かいらっしゃるかと思うんですけれども、そのメンバーが変わっていかれるの



かどうかっていうところと、そしてその介護保険調査会議報償費ってまた別にあるんで

すけど、これはその審査会とまた違って、その審査会の中の何かでしょうけどそのあた

りを教えていただきたいのと、もう１つ、介護保険専門員報酬と介護保険認定調査員報

酬で人数が前年と逆になってるかと思うんですけど、１人専門員の方が増えて、調査員

の方が１人減ってるような予算かなと思うんですけれども、そのあたりも教えてくださ

い。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

まず審査会報酬の方でございますけども、３０名の方で週に２回ずつぐらい、ほぼ２

回ですけども審査会の方を開催をしていただいております。で、メンバー変更でござい

ますけども、一応任期が２年ということで回しておりますので、２年に１度はそうです

ね、３分の１ぐらいは入れ替わりがあってるかということで感じております。報償費の

調整会議報償費という部分でございますけども、これも先ほど任期が２年ということで

ご説明をいたしましたが、２年、任期中は委員ですが任期がこれ来たときですね、要す

るに新しい審査会の委員が選出をされるということで、新人も含めてですね、その調整

会議、どういうことをやるんだというような研修的な部分も含めてですね、調整会議と

いうものを年度内に開催をして、意思統一、共通認識あたりを図るものを２年に１度。

ですからこれは昨年度はありませんでしたし、今年度上がって来年度もまたなくなると。

任期毎に２年置きに繰り返されるものということでご理解いただければと思います。そ

れと、介護保険専門員報酬の方でございますけども、今回２８年度でその上への専門員

の方を１人増やしてっていうことで、ご指摘のとおりでございます。どうしても、はま

っていただく方というものを増やした方がいいという現場の声でございまして、それを

受けた形で人数を調整をさせていただいております。すいません、まだございましたか

ね。ちょっと頭がついて行かずに申しわけないです。 

○委員長（河野龍二委員）

どうぞ、続けて。 

○介護保険課長（富永正彦君）

３０というものについてはですね、法的な根拠はございません。合議体を作ってです

ね、審査をしなさいということは法的になっておりまして、５名以内ということで、制

限がございます。うちの場合、その５人を何グループを作るかということで、長与町に

１８年度からこちらに単独でするようになりましたが、その時点で認定者数等からです

ね、年間に何回開くべきかと、そしたら何グループ要るのかということで、現在までそ

の５人１組の６グループで１年間を回すということで３０という数字になっております。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。ただいま、１４、１５、１７の上までいってますんで、１



６、１７、１８、１９の介護予防事業費のところまで進みたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

１９ページの総合事業委託料のところでどんなのがあるか分からないので１００万、

っていうふうにおっしゃったかと思うんですけれども、今度新しく制度が変わるのを見

越しての分だと思うんですけれども、何かその中で考えてるものっていうのがあれば教

えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

先ほどのご説明の中でですね、何があるか分からないということで本当に中途半端な

説明をさせていただいたんですが、例えばこの経費については、時津町は計上しており

ません、当初予算では。出てきてから考えるということでございました。皆さんご承知

かどうか分かりませんが、今度新総合事業への移行というものが進められているわけで

すけども、現在長崎の中では大村、佐々、五島、そのあたりが総合事業に２８年度も入

るか入らないかと、入ってるところもございますが、いわゆるその長与の被保険者がで

すね、その総合事業をスタートをした市町村ですね、市町村にある事業所のサービスを

万が一利用をした場合ですね、利用した場合はその総合事業に係る費用、例えば大村、

具体例で言えば大村市の例えば施設入所者が仮に総合事業の事業サービスを使ったとい

うことになると、長与の被保険者ですからその事業費は当然町に請求が来るという形に

なります。ただし、今回新総合事業は地域支援事業に位置づけられておりますので、今

の介護給付の先ほど出ました介護給付のサービスの費用では払えない金なんですね。で

すから地域支援事業費の中で、予算的には見ないといけないと。しかしそれは、今回最

終的にはですね、総合事業の事業費については、今の介護給付費と同じように国保連に

事業所が請求して、国保連がまとめて地域支援事業の給付費として請求をするという流

れに今、準備を進めているところです。ただしかし、２８年度中にそのシステムに乗り

切れない部分で万が一利用があった場合っていうものは、大村の事業所と町の直接のや

りとりになってしまいますので、その場合は委託料、委託契約か何かで対応するしかな

いということで、今回、委託料の計上をさせていただいております。１００万円の根拠

は一切、残念ながらございません。非常に乱暴なやり方でございますけども、もう幾ら

の事業、どういう事業やってるのかすら未だ現在見えてございません。実際にもう事業

スタートしてますけども、その事業やってる事業所がまだないんです。ただ、やればで

きるという状況なんで、やられた時には払わんといかんという現状でございますので、

ご説明が大変乱暴で申しわけないんですが、当面この金額を暫定的に計上させていただ

かざるを得ないということでうちは判断をいたしました。以上です。 



○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

もう１点、事業始めてるけどその契約自体が幾らか分からないということかと思うん

ですけれども、そうした場合にその被保険者の方が見つけてきてここに行きますよって

言った場合は、その時に一応、料金を決めるっていうことで理解したらいいんでしょう

か。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

先ほどの例で話をしますと大村がスタートしたということでございますけども、大村

が例えばあるＡっていうサービスを総合事業でやるんだということになると、大村の事

業所が大村市と契約といいますか、この事業私がやりますということで手上げして、み

なし、今みなしの期間が出来るんですけども、みなしで認定受けて、はいどうぞやって

くださいという流れになります。うちの被保険者がこの事業所を何かの方法で知られて

利用をしたいということなって利用するとなった場合には、当然サービスはサービスで

すから、総合事業のケアプラン、簡易なケアプランでいいということになっております

けども、そのあたりが作る作らないという、使う使わないという話の時に、うちの方で

は把握ができます。この人それを使うんだと、使うかもしれないというところが把握で

きます。その時にうちが事業所とやりとりをして大村市の単価が当然決まってますけど

も、それに基づいてどういうサービスをするのか、どういう内容をやるのかというとこ

ろで初めて事業費が算出できると。それまでは一切分からないという状況でございます

ので、来年度以降の予算では一定ですね、見込みが立てられるかと思いますけども、今

年度につきましては今のご説明のとおり全く予想がつかないという状況でございます。

以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

そういう時にその単価の計算とか、そういう分はどういうふうな計算をするんですか

ね。そこが例えば請求してきたら、その請求の金額だけ、それともそれ、ちゃんと見る

整合性のある単価の計算表か何かあるのか、そこをちょっと教えてください。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、先ほどの例で申しますと、大村市が単価を基準として決めるわけですね。で、

その基準のとおりに事業所がやりますよということで、大村との間でみなしの指定を受



けるという形になります。そのサービスを例えば長与の方が、これ使いたいなというこ

とで使われる場合には、当然大村の基準単価に則って、その基準単価に従って請求が来

るという形になります。 

○委員長（河野龍二委員）

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

それは大村市の単価であって、長与はまたしかしその単価と違うということも考えら

れるんですか。それとも今出てるサービスほとんどどこも一緒で、それに則って大村市

が算定してその単価の請求が長与に持ってくるという形になるんですかね。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

今の例え話ばっかりで申し訳ないんですけども、大村市がある１００円なら１００円

という基準単価を決めて、１００円分のサービスというサービスですね、その対価とし

てのサービスがまず大村と事業所で決まって、長与町がそれを同じサービスをもしする

とした時には、それを１０１円にしたり１１０円にしたり９０円にしたりそれも市町村

ばらばらあり得ます。ただしかし、おんなじサービスであるならば、ほぼ似たり寄った

りの金額になるかということで考えてますけども、それを一律その１００円なら１００

円に統一をしないといけないということもございませんので、今からはそういうところ

での市町村格差は、格差と言うかな、差は出てくることは想定をされます。ただイメー

ジとしては、今大村が先行していってますので、うちが例えば基準額を作る時にはやは

り大村を参考にせざるを得ないということで考えると、だいたい似たり寄ったりに近づ

いていくんだろうと思われます。長与が高い、大村が安いとかいう話にもなっていきま

すので、一定程度の横並びといいますか、横見据えたような単価設定は多分、今から先

の調整では出てくるんじゃないかということで考えております。 

○委員長（河野龍二委員）

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員）

そのサービスの使い方で、例えば長与は厳格にしてますと、他市町村から言われます

よね、よくね。長与きちっとしてますねって。大村どうかわかりませんけど、他のとこ

ろはざっとしてるところがあるとします。たらそれの整合性ってどういうふうにとって

いくのかなと思うんですよね。そこをお答えください。ここまでサービスに入ります。

これは使えませんと、あるじゃないですか。自治体間でも今でもあるんですよね。それ

を、大村の基準にして言ってきたので、そのサービスに則ってこちらも対抗して支払い

するっていうのはいかがなものかなと思うんです。その辺のきちんと、何か整合性みた

いなのがあるのか、規範みたいなものがね、あるのかなと思ってそれをちょっと尋ねた



いんです。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、先ほどのまず単価の部分でお話をさせていただきますと、基本的にはその通所

介護、訪問介護あたりをですね、地域支援事業に移そうという流れでございますが、基

本的には上限は今の事業所がやってるサービスの金額を超えることできないということ

なっております。まず上限は抑えられてます。それ以下でっていうことになりますので、

金額の部分はそういうことでご理解をいただければと思います。そのサービスを例えば

どっからどこまでという線引きですね、この部分はある程度その市町村裁量といいます

か、市町村と事業所がこの値段でどこまでやれるかっていう交渉が当然出てきますけど

も、それをどこで切るのかというところは完全に市町村採用という形になりますので、

その差があることが、その地域ごとの地域包括ケアシステムだということで、地域間格

差は当然出てくるもんだということで考えてます。ただ、我々その保険者側からすると、

どこかがやってるサービスをたたき台にしてですね、そこに例えばうちはここまでやろ

うということであればこの部分は加算といいますかね、お金がかかるような事業になっ

ていくんじゃないかなという思いますけども。パッケージといいますか、１つの今大村

が例えばＡというボリュームの事業やってる時にうちは、Ａもせんでよかさという考え

るかですね、Ａよりも少なくして、とにかく安くして利用しやすくしようやという考え

方もあると思いますし、Ａをベースにしてここまで出来るだろうと。ここまでしたら当

然単価は上がるよねということで高い単価を設定することもできると思います。ただあ

くまでも、今の話でいくと大村市のやつを基準にしてですね、それよりもいいサービス

を増やすのか、減らすのかというところはもう市町村採用でございますので、一定その

Ａという枠を長与町が決定して、それに対するプラスのサービス、マイナスのサービス

というとで単価差をつけることもできるということになってございます。 

○委員長（河野龍二委員）

おおよそ１時間審査してきたんで、暫く休憩したいと思います。場内の時計で３時ま

で休憩します。 

（休憩 １４時４７分～１４時５６分） 

○委員長（河野龍二委員）

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

引き続き質疑を行います。現在、１８、１９ページの上の介護予防事業のところまで

は進んでますけども、次、包括支援事業任意事業と１８、１９、２０、２１、２３の上

までですね、包括支援事業任意事業、ここまで質疑を進めたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

はい、吉岡委員。 



○委員（吉岡清彦委員）

１６、１７ページの予防二次事業ですね、３６０万円ありますけども、６５歳以上を

対象にしたえんじょい事業ですか、高田中学校区で何かやるっていうことですけども、

この３０５万５,０００円か、この分はこれだけの分なのか、ちょっとそこんとこ、な

んか他にも入ってるのか、よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

はい、小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、委託料の部分になりますが、えんじょい貯筋教室というのを開催するのに２８

８万円、事業参加確認委託料に１７万５,０００円を予定しております。先ほどおっし

ゃいました基本チェックリストの確認はですね、郵便料のところで出てまいりまして、

郵便を出しましてその該当者の方にチェックリストに答えていただきまして、それを回

収してこのままいくと介護の状態になるという方にお声かけをして、えんじょい貯筋教

室にお誘いしているような状況です。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

ていうことは、もうその高田中学校校区だけ１本ということで、今の説明はあるとい

うことでそれでいいんですかね。はい。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、２８年度は高田中学校区を予定しておりまして、ずっと中学校区ごとにやって

おりますので、２６年度が長与中学校、２７年度、本年は第二中学校区をさせていただ

いております。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

どうですか、対象者の方々の何というか、声というのは、どういう声が上がってるん

ですかね。やっぱりよかったとか、まあちょっと中身について。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、様々な声がございます。お声かけをした中から、事業に参加していただくのは

少ない人数でございます。事業がですね、３カ月１クールで終わるものですから、そこ

で体操の仕方とかを教えておうちでやってくださいというご指導をさせていただくので



すが、ずっと通いたいという希望もございますが、こちらとしましては３カ月１クール

で次の方をご案内してる状況です。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

では今まで長与中、第二中、この人たちは今度その後はどういう形で、もうそれで何

か違ったグループでやってそれで何かほかの予算で計上されて、補助金出してるのか、

そういうことのその先をお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、全員ではございませんが、その習った体操を家で続けて介護の状態にならない

ように頑張ってらっしゃる方もおりますし、町がやっているお元気クラブという方にご

案内をして、そちらのクラブに通ってらっしゃる方もいらっしゃいます。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

下の方のこの一次予防がありますね、ちょっと話が出ましたけども、新しくふれあい

センターとニュータウンの所が２カ所増えて、４カ所から６カ所に増えるということで

すけども、この費用は６カ所分の費用になるわけですかね。よろしく。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、おっしゃるとおり、めだか８５は６カ所の委託料になります。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

じゃあこれも一緒、なんかそのまま終わるんじゃなくして、何か違った形でまた皆さ

ん方が活動っていうか、どういう活動がこうやって、予防の方に入ってんのか、ちょっ

とそこんとこお願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、このめだか８５そしてお元気クラブは毎年通っていただいて結構な事業にして

おりますので、同じ方がずっと継続されて通ってる方もいらっしゃいます。また、めだ

か８５の中からですね、サロンを自分たちで立ち上げて、サロン活動をされてる方もい



らっしゃいます。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

いいですか。そしたらそこの１６、１７が今の予防に入ってきて、そしたら今度は１

８、１９の方の１９節で先ほど言う地域住民グループですかね。これが、そういう部類

になるんですかね。なんかあの今度２３カ所でやるような予定で話出ましたですけども、

はい、ちょっとそこのところ。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、先ほどご説明の中ではですね、現在１８カ所をやってるということで、このサ

ロン活動を広げていくということで２３カ所分を計上させていただいてるということで

ご理解いただきたいと思います。先ほどから、二次予防事業一次予防事業のご説明をさ

せていただいておりますけども、さまざまな流れがあると思います。えんじょい貯筋教

室で筋力アップを図られて自分で自主的にご家庭でやれる方もいらっしゃれば、例えば

めだかに通われたりお元気クラブに通われたりということで、先ほどいきいきサロンと

いう話も出ましたけども、一応その国の介護保険施策の方向性としては、歩いて通える

地域のサロン活動等をですね、拡充をしていくという方向性でございますので、最終的

には地域でのいきいきサロン、これが増えていくことが、方向性としては望ましいので

はないかということで考えているところでございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

２１ページの成年後見人なんですけれども、この報酬は前年とすると減ってるかと思

うんですが、実際成年後見とは難しいかなと思うんですけれども、そのあたりをちょっ

とした、後見人を増やそうとしてるのかその成年後見に対する考えも含めてお伺いした

いというふうに思います。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、増やそうという計画をしてるわけではないんですが、確かに、困ってる方で家

族がいない方っていうのは増えて来てますので、必要性はあると感じているところです。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）



必要性はあると私も十分感じているので、前年度より減ってるんですね、予算として

は。そこが、だから、必要性があるのに予算が減っているということはちょっとそのあ

たりはごめんなさい、お伺いします。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、必要性はあると感じてるんですが、まだこの報酬を使ったことが１回もなく実

績として出てきておりませんでしたので、今年度は減らさせていただきました。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、予算の減額と言うか減った部分については、今係長が説明をしたとおりでござ

います。今回といいますか、この予算上計上しております成年後見人の報酬というもの

は、町長申立を行ったときに初めて発生するという経費になります。ですから、それま

での協議といいますか、どうしようかって話の中で話がまとまればそれはそれでいいと

いうことでございますので、あくまでも町長申立が必要になったときに発生する経費と

いうことでございますので、実績としてはさほど上がってこないというのが現状でござ

います。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

ほかに質疑はありませんか。歳出全般で質疑を進めたいと思います。質疑はありませ

んか。饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

はい、２３ページの委託料のところのこの地域支援自立事業委託料は配食サービス等

と言われたかと思うんですけれども、配食サービスともう１つ脳トレ教室とこの説明書

の方には書いてあるんですけれども、その２つということで理解したらいいんでしょう

か。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

はい、委託料の中にはですね、家族介護支援事業としまして介護学習会と認知症介護

者の集いというのを社協に委託してる分を入れさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員）

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

社協に委託ということでしたけどこの地域支援自立事業委託料も社協ということでよ

ろしいんでしょうか。 



○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

配食サービスはララコープというところ、脳トレ教室は西海市にある真珠園療養所に

委託をしております。 

○委員長（河野龍二委員）

質疑があれば戻って構いませんが、介護サービス事業勘定のところにも移っていきた

いと思います。ページ数でいうと２９、３０ページですね。歳入、これは歳出について

も同時に審査を進めたいと思いますので、質疑ありませんか。 

はい、吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

２９、３０ページの計画費収入で２,２７０万４,０００円ですね、これはどこから入

るんですかね、この分の収入先というのはどこから入るんですかね。そこ願いします。 

○委員長（河野龍二委員）

小林係長。 

○係長（小林純子君）

国保連から入ってまいります。 

○委員長（河野龍二委員）

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員）

よくこれずっと毎回か言うたことあるけども、別個にこれをせずにね、始めの方の保

健事業の中の款かなんかでできんのかなといういつも思うんですけれども、やっぱそれ

は法的にはやっぱりだめなんですかね。始めからもね、前半の方の中の款で入れて、い

けば別個にこがんつくったりせんでもいいような気がするんですけれども、どうなんで

すかね、そこんところの解釈というのは。 

○委員長（河野龍二委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

ただ今のご質問の件でございますけども、介護保険事業勘定の方につきましては保険

者としての事業勘定、サービス事業勘定はいわゆる事業所扱いといいますか、地域包括

支援センターで行うケアプラン作成事業についてはですね、別勘定とするということで、

国の方の勘定科目にも分けられておりますので、ここはちょっと一緒にできないものと

いうことで考えております。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。 

質疑をしたいので、委員長交代します。 



○委員（分部和弘委員）

はい、委員長交代します。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

予算書ですからちょっとこう背景が違うかもしれませんけども、冒頭説明冒頭ってい

うか途中予算のところで説明がありましたけど、２０、失礼しました、２７年度中の８

月から２割負担が始まった経緯がありますよね。それで、２７年度の実績で１割負担か

ら２割負担に変わった方がどれくらいいらっしゃるのかですね。その辺が分かれば教え

ていただきたいというのと、２８年度は当然それも含めて実績が出てくると思うんです

が、それに伴って介護の支援の給付を受けるのが非常に困難になったという事例がない

ものなのかどうなのかですね、その辺をひとつお伺いしたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

はい、富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

２７年の８月からということでございまして、資料は今こちらに持ち合わせておりま

せんので、ちょっと調べる時間をいただければと思います。 

○委員（分部和弘委員）

はい、河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

はい、２７年度の分なんでね、それは結構です。あと、後ほど個人的にお聞きしたい

というふうに思います。あと、それで資料請求もしていただいたりしてたんですけども、

現在のところ、具体的な取り組みがないということで、いうふうな話でですね。先ほど

から地域包括ケアシステムのですね、進んでる自治体との兼ね合いが非常に難しい部分

もあるということで、平成２９年までに移行という形であるという話ですんで、現状、

その進捗としてどこまできているものなのかですね、２８年度中はそれをどこまで目標

を持って、ケアシステム構築に進めようとしてるのかが１つ分かればと思います。 

○委員（分部和弘委員）

富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

はい、地域包括ケアシステムということで、議員の皆様方がご関心が高いのだろうと

いうことで感じておるところです。具体的にですね、これは正直申しまして、地域包括

ケアシステムの完成形というものは、基本的には示されておりません。いわゆる地域地

域日本全国ですけども各市町村で、例えばその社会資源も違うし人的構成も違う、介護

度も違う、施設とか事業所があるかないかも市町村バラバラというのが現状でございま

して、そのバラバラの状態の中で、できるだけいいものをつくっていきなさいというこ

とで、国が進めているのが地域包括ケアシステムでございまして、いわゆるその地域ご



とにバラバラなものができるということは既に想定をされているところです。もちろん

その先ほど申しましたように、社会資源等々いろんな環境が違いますので、同じことが

一律にできるということは、国も想定をしておりません。国の方は、あるものを有効に

使ってできることやってくださいと。それが地域地域ででき上がっていくものが、例え

ば長与町の地域包括ケアシステムと言えるものだということでの１つ認識をですね、皆

さんはひょっとしたらその完成形というものが、理想のですね、一律の理想があるのか

なということでは思われてるのかもしれませんけども、基本的には、先ほど申したよう

に社会環境とか資源の差がございますので、その中でできる限りの介護事業をやってい

きなさいというのが、基本的な包括ケアシステムの姿ということでございます。 

第６期計画の中にもですね、大きな柱として５本、医療介護連携、認知症施策、地域

ケア会議、生活支援と介護予防という５本の大きな柱がございまして、これに向かって

進めというのが国の指針でございます。医療介護連携につきましては、医療券の問題も

ある部分、それと特に長与町の場合は西彼杵医師会という存在でございまして、例えば

市単位であればですね、例えば長崎市であれば、長崎市と市の医師会だけで話がつくと

いう状況がございますが、長与町が西彼の医師会と話をしようとしても、時津はどうな

るの西海市はどうなるのというところの調整がまず１つは、障害になってるという部分

がございます。一対一での話ができにくいという部分。ただし、その中でも地域医療圏

構想の中では、今回医療圏構想の中でも当然医療介護連携というのは進めてられており

まして、その中でいわゆる先ほど若干国保でも話が出ましたが、療養病床を、病床を減

らしていくとかですね、療養病床から介護病床への転換と、そういうものも県の全体の

医療構想の中で、今策定が進められているところです。それと、介護法、介護側の医

療・介護の連携、この部分につきましては、今現在、今年度から２７年度からなります

けども、西彼医師会に協力をいただきながらですね、ケアマネとかですね、いわゆる多

職種の連携、地域における、多職種に連携を目指すということで、昨年よりその顔の見

える関係づくりをしようということで、今月も開催をしますけども、ケース会議的なも

のをね、今回、今月で４回目ですか、４回目を開催するというところで、多職種連携の

今基礎づくりを進めているところでございます。認知症施策につきましては、認知症患

者が今から増えていくということで対応しなさいということでございますけども、本町

の場合は、今年度の２７年度としては１つ認知症ケアパスというものがございます。こ

れは認知症の症状を認知症の理解はもちろんですけども、認知症の初期段階から重度の

段階、これの時系列ですね、それに即して、こういうときにはこういう対応の病院があ

りますよとか対応があります、介護サービスはこういうものがありますよという、もう

マップみたいなイメージになりますけども、一応それの簡易版というものを今年度中に

策定をするということで、ケアパス作成を今、もうすぐ終わろうとしておりますけども、

それをつくって一応、周知を図りたいということで考えております。認知症施策につい

ては、まずはその認知症の専門のセンターが今長大ということで、基幹型のセンターは



長大ということになっておりますけども、長大さんはいわゆるその長崎市ございますの

で長崎市との２町連絡はできていると、現状はですね。先ほど申しましたように、西彼

杵郡の医師会の部分で、その認知症の専門の病院がないという部分でございまして、専

門病院は全部市内にあるんです。出口病院とかですね、そのあたりとの連携をどうして

いくのかというところも今その西彼杵郡の医師会と市の医師会との変な言い方ですけど

も縄張りじゃないですけど、そういうものもあって、調整が難しいなという部分、特に

長与町の場合は、今回ここに徳洲会が来る来ないの話が今ずっと進んでますが、ここが

どういう精神科の対応がどうなるのかっていうのも今具体的に見えてないんですね、計

画段階で。そういうのもあって、郡の医師会もですけども徳洲会病院との流れもある中

で、長与町としてどうするのかと。仮にここがもし精神科を専門に見合ってですね、認

知症のセンター的なものを県の認証を受けてとるとなるならば、うちはもう目の前にあ

るわけですから、ここと組むのが１番ベストなんですが、その選択肢がまだ選べない状

況でございます。ですから、そのソフト事業としてその認知症ケアパスを今、今年度作

成をするということでございますけども、一応今のところ医療機関あたりについて、名

前を入れられない状態で策定となっておりますが、今お話ししたようなことが見えてく

れば、そういうところにも本当はもう、例えばもしここがかなったとするならば、徳洲

会病院に行ってくださいというようなご案内ができるということになっていこうかと思

います。ただそのあたりはまだ見えてきてから、先ほどの医師会との調整も含めてです

ね、それが終わらないと明確にはできないというところでございますので、一応その方

向に向けての調整等々は水面下でございますけども、進めている状況でございます。あ

と地域ケア会議につきましても、このいわゆるこの国がいうところはその部分、ケア会

議をですね、国が３段階ということで言ってですが、今現在やっております個別ケース

の対応部分。その１人の利用者の方の対応の部分。で、その対応によって出てくる傾向

と課題ですね。課題等をまとめる第２段階。そしてもう１つ上にそれを政策に反映させ

る第３段階の地域ケア会議をつくれということで、今ガイドラインにはなっております。

今うちは１段階と２段階の１.５ぐらいのところを今進めておりますけども、最終的に

は第３段階の部分については、介護保険の運営協議会ですか、そこを１番こう、大本の

１番上のですね、機関にすべきではないかということで検討を進めているところです。

生活支援と介護予防につきましては、基本的には今現在やっております、先ほど予算で

もご説明をいたしましたように、地域支援事業、一次予防二次予防事業の部分ですね、

その部分がベースになってまいります。ただ、先ほども大村の例とかでいろいろその総

合事業の話をさせていただきましたけども、いま一度ですね、今やってる事業が本当に

これでいいのかという部分、対象者から範囲ですね。範囲とか金額の部分を、そのあた

りも全部１回見直しをしないと総合事業といいますか、新たな長与町のパッケージとい

うものをつくらないといけませんので、今それに向けて見直し作業とか、今の利用状況

並びにその利用されている人の介護の状態ですね、状態像を、そのあたりを踏まえなが



ら、適切な事業構築をですね、進めていっていると。今進みつつあるということでご理

解をいただければということで考えております。以上です。長くなりまして申しわけあ

りません。 

○委員（分部和弘委員）

はい、河野委員。 

○委員長（河野龍二委員）

はい、了解いたしました。２９年度中に移行すればよかったんですか、２９年度まで

に移行しなければならない。そういう意味ではちょっと予算上はですね、なかなか見え

づらいというところで、ほかの議員からもこういうのがどういう取り組みがされてるの

かっていうのがあったんで、単刀直入に聞きますけども、いつの時点で具体的に説明で

きる状況になるのかっていうのがあればそこまで教えていただきたいと思います。 

○委員（分部和弘委員）

はい、富永課長。 

○介護保険課長（富永正彦君）

総合事業だけ、先ほど言いました新総合事業の部分だけで言えばですね、２９年の４

月ですから今年度中、２８年度中ですね、に仕上げてしまうという形になります。総合

事業以外の部分は３０年の４月ということになっております。ただあのこれはまだ言っ

ていいのかあれなんですけど、内部的にはですね、２８年度中にですね、移行を目指し

たいと考えております。４月を待たずにですね。４月の前の段階で何とかできないかな

ということで考えております。ですから、ひょっとしたら補正予算でですね。事業の事

業費のほうをひょっとしたら補正をかけるかもしれません。間に合えばですね。一応所

管としては、年度内に何とかできないかということで取り組んでいきたいということで、

現在は考えております。以上です。 

○委員（分部和弘委員）

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員）

はい、質疑はありませんか。饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員）

今のお話の中で、施政方針にも出てますので、その認知症施策のところで、ケアパス

をしていかれるというのは重々理解できました。最近やっていったＪＲの事故の分も

重々ご承知と思いますので、この事件とか事故が起きたときに認知症の方が関わってき

たときの対策として、どのように考えているのか、お伺いします。 

○委員長（河野龍二委員）

松浦部長。 

○生活福祉部長（松浦篤美君）

事故が起きた後というのは非常に難しいのかなと思います。ただ、それ以前にやはり



認知症に関して、さまざまな問題がやはり地域で起きているのは事実だと思います。そ

れをできるだけ早くこちらの方で関知して、先ほど言ったその地域ケア会議の個別会議

みたいな形で、地域でどうやって見守っていくかっていうのも実際今やっております。

警察とか消防とか民生委員さんとか集まっていただいて、どう見守っていこうかという

ことで、一応そこで要望をしていくしかないのかなというふうに考えております。ただ

実際、それで事件の起こったとした場合は、今のところその、対応っていうのはちょっ

と見れてないというところでございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員）

他に質疑はありませんか。よろしいですか。いいですかね、質疑を終了します。質疑

なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第２２号、平成２８年度長与町介護保険特別会計予算の件を採決しま

す。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

お疲れさまでした。皆さんにお諮りしたいと思います。先ほど地域包括支援センター、

地域包括、ケアシステムの構築ですね、これは饗庭委員からも所管事務調査のですね、

したらどうかという提案がなされてますんで、２８年度中には一定の説明ができるとい

うこともありますんで、所管事務調査にしていきたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、所管事務調査にしたいと思います。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

以上で本委員会を散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １５時３０分） 


